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令和４年第２回訓子府町議会定例会会議録 

 

 

○議事日程(第１日目) 

令和４年６月７日（火曜日）       午前９時３０分開会 

 

第１  会議録署名議員の指名（４名） 

第２  会期の決定 

第３  議案第３２号 令和４年度訓子府町一般会計補正予算（第２号）について 

第４  議案第３３号 令和４年度訓子府町介護保険特別会計補正予算（第１号）につい 

           て 

第５  議案第３４号 訓子府町過疎地域のための固定資産税の課税免除に関する条例の 

           一部を改正する条例の制定について 

第６  議案第３５号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

第７  議案第３６号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

第８  議案第３７号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

第９  議案第３８号 農業集落排水施設機器更新工事請負契約の締結について 

第１１ 報告第 ４号 繰越明許費繰越計算書の提出について（令和３年度訓子府町一般 

           会計予算） 

第１２ 報告第 ５号 令和３年度における訓子府町ふるさとおもいやり寄付金等の運用 

           状況について 

第１３ 報告第 ６号 教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告について 

第１４ 報告第 ７号 出納検査結果報告について 

第１５   －    議員の派遣について 

第１０ 一般質問 
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開会 午前 ９時３０分 

    ◎開会の宣告 

○議長（須河 徹君） 皆さま、おはようございます。 

 それでは、定刻になりました。 

 ただいまから、令和４年第２回訓子府町議会定例会を開会いたします。 

 本日の出欠報告をいたします。本日は全議員の出席であります。 

 

    ◎開議の宣告 

○議長（須河 徹君） ただちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布してあるとおりであります。 

 なお、マスク着用、手指消毒など、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策を実施し

本定例会を進めてまいりたいと思います。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

    ◎諸般の報告 

○議長（須河 徹君） 日程に入るに先立ち、事務局長に諸般の報告をさせます。 

○議会事務局長（石岡宏造君） それでは、ご報告申し上げます。 

 本定例会の説明員ならびに閉会中の動向につきましては、印刷の上、お手元に配布のと

おりであります。 

 なお、本定例会に町長から提出されております議件につきましては、議案が７件、報告

２件であります。また、議長からの報告が２件、議員の派遣についての議決が１件でござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（須河 徹君） 以上をもって、諸般の報告を終わります。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

○議長（須河 徹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、２番、西森信夫

君、３番、山田日出夫君、４番、仁木義人君、５番、西山由美子君を指名いたします。 

 

    ◎会期の決定 

○議長（須河 徹君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月９日までの３日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（須河 徹君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は３日間と決定しました。 

 議場の皆さん、議員、説明員に申し上げます。 

 事前に皆さまにお知らせしてありますとおり議場においてもナチュラルビズスタイルの

実施ということになりますので、９月３０日までの間、ノーネクタイ、また上着の着用は
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自由ということで進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。上着を脱いでいた

だいても結構です。 

 

    ◎町長挨拶 

〇議長（須河 徹君） ここで本定例会の招集にあたり、菊池町長からご挨拶がございま

すので、発言を許します。 

 町長。 

〇町長（菊池一春君） おはようございます。ただいま、議長のお許しをいただきました

ので、本定例会招集のご挨拶を申し上げます。 

 本日、第２回定例町議会を招集申し上げましたところ全員のご出席をいただき、厚くお

礼を申し上げます。 

 開会に先立ちまして、最近の状況について、気になる点を含めて、私の私見を述べさせ

ていただきます。 

 まず、１点目です。コロナの感染ですが、この１か月、１年間というよりも１月から、

およそ９０人の感染者が町内から出ています。この１週間はまったく感染者が出ていない

ということで、療養者の方もいませんでしたけども、昨日、子どもが１人感染したという

報告がございました。 

 依然として、まだ予断を許さないということは変わりがありませんけども、ご存じのと

おり６０歳以上、それから持病を持っている方の重症化を防ぐということで４回目のワク

チン接種が７月からはじまりますので、私どもは先般、日赤の院長と医師会の会長にも要

請をいたしまして、ワクチン接種を粛々と進めてまいりますので、ご理解のほどをよろし

くお願いをいたします。 

 ２点目です。知床の観光船が沈没して、１４名の方がお亡くなりになりました。あらた

めて哀悼の誠を捧げますとともに、二度とこのような事故が起こらないように私どもも気

を配りながら、斜里とも連携しながら前へ進めていきたい。とりわけ、１２名のまだ遺体、

あるいは生存の確認ができていない方の捜索が今、関係機関の努力によって懸命に行われ

ておりますけれども、１日も早く見つかるように願うものでございます。昨日から斜里町

役場に慰霊の花束を献花する場所を設けたということも報道されておりますけれども、大

勢の方が斜里町民にとどまらず、全国から亡くなられた方への慰問、お参りに斜里町役場

の方に来ているようでございます。 

 最後に３点目です。ロシアがウクライナに侵攻して１００日が過ぎました。この間に亡

くなられた方が数万人、そしてポーランドや近隣に避難されている方が数百万人。わが国

にも千人以上の方が避難をされてきておるという報道がされております。いずれにしても

私は何の理由もなく一方的に侵略行為を行う、そして、多くの市民が、ウクライナ国民が

犠牲になっている状況を今から七十数年前に戦争を私こそは体験しておりませんけれども、

心を痛めるものでございます。もう一方で、気になるのは、このウクライナ侵攻によって

国内の石油、食料、資材の高騰が国民の生活にものすごい揺さぶりをかけております。喜

ぶべきか悲しむべきか分かりませんけど、玉ネギの値上げがもう倍以上になってきている

とか、平均すると百何％の値上げが出ていることですから、これらについても考えてみる

と私どもの国は多くの食料を輸入しているという現実を突きつけられています。これはコ
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ロナのワクチンもそうですけれども、あらためて自国が自立的な考え方をもちながら食料

安保や食料自給率の向上をやっぱり訴えていかなければならないというふうに思えてなり

ません。とりわけ農業のまち訓子府町はこうした食料の問題等については、非常に敏感に

今、影響が出てきているところでございます。 

 もう１点は、ロシアのウクライナ侵攻とあわせて、北朝鮮のミサイル発射でございます。

このことによって、ロシアが北海道に攻めてくるんではないのか。あるいは北朝鮮のミサ

イルが私どもの国へ撃ち落されるんではないのか。もっと言うならば、中国が台湾をはじ

め、南方に侵略、あるいは攻めてくるんではないだろうかという、そういう意味での脅威

論が非常に増えてきております。国は国防費の２％以上をアメリカのバイデン大統領にど

うやら約束したようでありますけども、こうした軍拡の思想が本当にいいのだろうかと。

被爆国の私どもとして、むしろわれわれが今やらなければならないのは一体なんなのか。

これは外交を中心とした世界平和を憲法９条をもつ私どもの国として、いかんなく訴えて

いく役割を果たすべきではないのかと私自身は思えてなりません。そんなこともありまし

て、４期目の最後に８月６日、広島で開催される政府と広島県の共催によります平和式典

に訓子府町長として出席させていただこうと思います。それは平和首長会議の一員として、

こうした状況を踏まえながら、やっぱり平和こそが大事なことなんだということを自ら学

び、そして受け止めながら参加してまいりたいと考えているところでございます。るる申

し上げましたけれども、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

 それでは、今定例町議会に提案しております議案などの概要を申し述べまして、ご理解

を賜りたいと存じます。 

 まず、一般会計予算補正でございます。 

 歳出では、企画費で地方交通対策事業では、北海道北見バスと連携したプロモーション

事業経費と新型コロナウイルス感染症の影響により低迷した観光事業の回復のために女満

別空港整備・利用促進協議会負担金の追加。 

 民生費では、児童センター運営事業と子育て支援センター運営事業では、新たに施設で

フリーＷｉ－Ｆｉが活用できるよう無線ＬＡＮの環境整備を。 

 衛生費の予防費では、４回目の新型コロナウイルスワクチン接種事業の経費を。 

 農業費では、種馬鈴しょの増産やてん菜からの転換に取り組む費用などへの持続的畑作

生産体系確立緊急対策事業補助金を計上するほか、農業基盤整備事業では、対象事業費の

増による負担金増加などを。 

 消防費では、北見地区消防組合が実施した小型動力ポンプ付き水槽車の入札において、

年度内の納入ができないことなどにより、全指名業者の入札参加辞退となったことから、

予算を減額し、新たに債務負担行為の補正によって入札を実施することになったため、本

町においても北見地区消防組合負担金を減額し、新たに債務負担行為の追加補正を。 

 教育費のこども園運営事業では、ＩＣＴの環境整備により、子育て支援事業を充実させ

るため、タブレット１１台の購入経費を。 

 そのほか、広域入所負担金の追加や介護保険特別会計繰出金を。 

 歳入では、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金や新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金などの特定財源のほか、財政調整基金を追加し、歳入歳出

それぞれ１，７４５万８千円の追加を提案させていただいています。 



 - 6 - 

 次に、特別会計についてであります。 

 介護保険特別会計につきましては、前年度の国庫支出金返還金が確定したことなどによ

って、歳入歳出それぞれ２，１２１万１千円の追加を提案させていただいています。 

 次に、条例の制定でございます。 

 訓子府町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正を提案さ

せていただいております。 

 次に、規約の変更でございます。 

 加入団体が１団体増えたことによりまして、北海道市町村総合事務組合規約、北海道市

町村職員退職手当組合規約、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の３本の規約の

変更について、提案をさせていただいております。 

 次に、農業集落排水施設機器更新工事請負契約の締結について提案をさせていただいて

おります。 

 次に、報告でございます。 

 １件目は、令和３年度訓子府町一般会計に関わる繰越明許費繰越計算書の報告を。 

 ２件目は、条例に基づき令和３年度における訓子府町ふるさとおもいやり寄付金等の運

用状況について報告するものでございます。 

 以上、議案７件、報告２件を提案させていただいておりますが、詳細につきましては、

各担当課長等から説明させていただきますので、ご審議を賜りますようよろしくお願い申

し上げまして、第２回定例町議会招集のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いし

ます。 

 

    ◎議案第３２号、議案第３３号 

〇議長（須河 徹君） この際、日程第３、議案第３２号、日程第４、議案第３３号は、

関連する議案なので一括議題といたします。 

 各案に対する提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 まず、議案第３２号 令和４年度訓子府町一般会計補正予算（第２号）についての提案

理由の説明を求めます。議案書１ページです。 

 企画財政課長。 

〇企画財政課長（篠田康行君） 議案書の１ページをお開きください。 

 議案第３２号 令和４年度訓子府町一般会計補正予算（第２号）について提案説明をい

たします。 

 令和４年度訓子府町一般会計補正予算については、次に定めるものとし、第１条では、

歳入歳出にそれぞれ１，７４５万８千円を追加し、歳入歳出それぞれ４８億６，１０９万

２千円としております。 

 第２項では、歳入歳出予算の款項の区分および金額は、次の２ページにあります第１表

歳入歳出予算補正によることを規定しているもので、これについてはご覧いただくことと

し、その内容については、後ほど４ページ以降の事項別明細書の中で説明をさせていただ

きます。 

 第２条と第３条は、債務負担行為と地方債の補正について定めております。 

 ３ページの上段の第２表 債務負担行為の補正をご覧いただきたいと思います。 
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 第２表では、北見地区消防組合負担金（消防車両更新事業）を追加するものでございま

す。期間は令和４年度から令和５年度、限度額は５，４１０万６千円です。 

 追加の理由ですけれども、小型動力ポンプ付水槽車の納車が年度内に見込めないことに

よるものでございます。 

 ここで、１４ページにあります債務負担行為の当該年度以降の支出予定額等に関する調

書をご覧いただきたいと思います。 

 追加後の当該年度以降の支出予定額と財源内訳等につきましては、記載のとおりとなっ

ておりますのでご覧いただきたいと思います。 

 ３ページに戻っていただきまして、第３表 地方債補正をご覧いただきたいと思います。 

 第３表 地方債の補正では、事業費の増に伴い起債額が変更になった２本の事業と廃止

した事業１本でございます。それぞれ左側に補正前の限度額を、右側は補正後の限度額等

を記載しております。 

 なお、廃止した消防車両更新事業につきましては、第２表で説明した理由のとおり年度

内に納車が見込めないことから、起債対象である消防車両本体分の起債額について廃止し

たものでございます。 

 ここで、１５ページにあります地方債の年度末における現在高の見込みに関する調書を

ご覧いただきたいと思います。右端の下から３行目にありますように、令和４年度末の現

在高見込額は５１億３，５７６万８千円となっております。 

 それでは、事項別明細書の説明をさせていただきますが、最初に歳出の説明をさせてい

ただき、その後に歳入の説明をさせていただきます。 

 ７ページをお開きください。 

 一番上の表の２款、１項、８目、企画費の事業区分、地方交通対策事業では、北海道北

見バスと連携した本町のポストコロナに向けての認知度向上による観光ＰＲ事業の実施と

合わせてコロナ禍で落ち込んだ北見バスの運行収入を補うことにより事業の継続支援を目

的とした事業を実施いたします。 

 需用費の印刷製本費では、広告用パンフレット制作経費として４３万２千円を計上。 

 役務費の広告料では、都市間バスと空港連絡線バス車内のシートポケットにパンフレッ

ト設置および市内線バスの中吊り広告費用として７０万４千円を計上。 

 負担金、補助及び交付金では、コロナ禍で航空機利用の需要が低迷していることから、

団体旅行を実施する旅行業者に対する支援金によりツアー造成を喚起し、航空機利用と観

光需要の回復を図るため、女満別空港整備・利用促進協議会負担金として２４万円を追加。 

 その下の中段の表、３款、１項、２目、高齢者福祉費の事業区分、介護保険特別会計繰

出金の繰出金では、第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画のための策定委員会の開催

経費およびアンケート調査に要する経費として４４万２千円を追加。 

 一番下の表の、３款、２項、１目、児童福祉総務費の事業区分、子育て支援事業の負担

金、補助及び交付金では、広域入所者が２名増えたことに伴い、広域入所負担金に不足が

見込まれることから１５０万４千円を追加。 

 次のページの３款、２項、４目、児童センター費の事業区分、児童センター運営事業の

委託料の公共施設等公衆無線ＬＡＮ環境整備業務では、コロナ禍においてオンラインによ

る保護者や児童との相談、交流等外部とのつながりの確保ならびに家庭学習の支援を目的
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にＩＣＴ環境を整備するため、無線ＬＡＮアクセスポイント３か所を設置することから８

７万５千円を計上。 

 備品購入費の事務用備品では、タブレット端末を１台購入するため８万２千円を計上。 

 その下の５目、子育て支援センター費の子育て支援センター運営事業の委託料の公共施

設等公衆無線ＬＡＮ環境整備業務もコロナ禍においてオンラインによる保護者等との相談、

交流等外部とのつながりの確保を目的にＩＣＴ環境を整備するため、無線ＬＡＮアクセス

ポイントを３か所設置することから８８万５千円を計上 

 備品購入費の事務用備品では、タブレット端末を１台購入するため４万円を計上です。 

 次のページの４款、１項、２目、予防費の事業区分、新型コロナウイルスワクチン接種

事業では、ワクチン４回目の接種を実施するものでございます。報酬では、事務を補助す

る会計年度任用職員の報酬として５０万４千円を計上。 

 職員手当等では、時間外勤務手当で５０万円を計上。 

 報償費では、接種にかかる医師、保健師、看護師等の報償として１９４万３千円の計上。 

 需用費の消耗品費では、ファイル、アルコール消毒液などの消耗品購入に５０万円の計

上、光熱水費では、ワクチン貯蔵用の冷凍庫電気代として３万円を計上、合わせまして５

３万円を計上。 

 役務費の通信運搬費では、意向調査発送郵便料、ワクチン配送料および接種申し込みに

かかる電話フリーダイヤル料としまして５６万３千円を追加。 

 手数料では、町外で接種した場合の国保連手数料、新聞折込手数料として８万７千円を

計上。 

 保険料では、看護師等の傷害保険料として１万４千円を計上、合わせまして６６万４千

円の追加。 

 委託料では、集団接種会場の清掃業務１万８千円を計上、新型コロナウイルスワクチン

接種業務として、北見赤十字病院医師の委託と個別接種にかかる町内医療機関への委託で

２６６万８千円を計上、新型コロナウイルスワクチン接種予約受付業務１，２４４万７千

円の計上、集団接種にかかる医療廃棄物処理業務７万４千円の計上で合わせまして１，５

２０万７千円の追加。 

 次のページの使用料及び賃借料では、電子複写機借上料１６万５千円の計上、接種会場

にパネルや吸塵・吸水マットを設置することから会場用具借上料６４万９千円を計上で合

わせまして８１万４千円を計上。 

 負担金、補助及び交付金では、町外接種分の接種費用として、新型コロナウイルスワク

チン接種負担金５２万８千円を計上。 

 償還金、利子及び割引料の１千円につきましては科目計上でございます。 

 その下の表の６款、１項、３目、農業振興費、事業区分、持続的畑作生産体系確立緊急

対策事業の負担金、補助及び交付金は、畑作産地において、病害虫の抑制と需要に応じた

生産拡大の両立、労働負担の軽減、環境に配慮した生産体系の確立や新たな需要拡大に向

けた取り組み等のための経費に対する補助金ですけれども、具体的には、てん菜から需要

の高い作物等への転換、病害虫抵抗品種の導入・普及拡大、種馬鈴しょの緊急増産、種馬

鈴しょ罹病低減に対して補助を行うもので１，１００万円を計上です。 

 その下の、５目、農業基盤整備事業費の事業区分、農業基盤整備事業の負担金、補助及
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び交付金では、対象事業量の変更に伴い３，３９８万３千円を追加するものでございます。 

 その内訳ですけれども、北海道土地改良事業団体連合会負担金では１８万７千円の追加。 

 道営山林川地区水利施設整備事業（基幹水利施設整備）負担金では２２９万３千円の追

加。 

 道営訓子府川南地区水利施設等保全高度化事業負担金では３，９７６万９千円の追加。 

 道営訓子府北東地区水利施設等保全高度化事業負担金では１，０２０万円の減。 

 道営訓子府中央一期地区水利施設等保全高度化事業負担金では２２万５千円の追加。 

 道営訓子府中央二期地区水利施設等保全高度化事業負担金では１６０万２千円の減とな

ります。 

 北海道水利施設等保全高度化事業負担金では３３１万１千円の追加となっております。 

 なお、変更後の事業内容等につきましては、別に配布させていただいております資料２

の一般会計補正予算に係る投資的事業のとおりとなってございます。 

 その下の表の、９款、１項、１目、消防組合費の事業区分、北見地区消防組合負担金の

負担金、補助及び交付金では５，４１０万３千円の減額ですけれども、１３ページをご覧

いただきたいと思います。その負担金の内訳になりますけれども、３款、１項、３目、訓

子府消防支署費の事業区分、消防施設運営管理費は、小型動力ポンプ付水槽車の納車が年

度内に見込めないことに伴いまして、役務費では、車両更新にかかるリサイクル関連費用

の手数料で１万３千円の減、保険料では、任意と自賠責の保険料の３万２千円の減で、合

わせまして４万５千円の減。 

 公課費では、重量税１８万円の減です。 

 ３款、２項、３目、訓子府消防団費の事業区分、消防団活動費では、総務省消防庁から

「非常勤消防団の報酬等の基準」等関係基準の一部改正に伴いまして、北見地区消防組合

消防団条例が令和４年４月１日付けで改正され、旅費・費用弁償に計上の消防団員出動手

当を出勤報酬に改正となったため補正するものでございます。報酬は７１６万８千円の追

加で、旅費が同額の７１６万８千円の減となってございます。 

 ３款、３項、３目、訓子府消防施設費の事業区分、消防施設整備事業費の備品購入費で

は、小型動力ポンプ付き水槽車につきまして５，３８７万８千円の減でございます。 

 １２ページに戻っていただきまして、１０款、４項、１目、こども園費の事業区分、こ

ども園運営事業の備品購入費の事務用備品では、ＩＣＴを利用してコロナ禍において感染

等により長期間休む園児や保護者の顔を見ながらの相談等を図ることを目的にタブレット

端末１１台を整備することから４３万８千円を追加。 

 こども園維持管理事業の需用費の修繕料では、こども園のヒートポンプの不凍液配管に

不具合が生じましたことから２４万５千円の追加でございます。 

 １６ページの給与費明細書につきましては、今回の新型コロナワクチン接種事業にかか

る会計年度任用職員、職員時間外手当の補正に伴うものでございますのでご覧いただきた

いと思います。 

 次に、４ページに戻っていただき、歳入になります。 

 まず、一番上の表の１２款、１項、１目、農林水産業費分担金では、事業量の変更に伴

い、各道営水利施設等保全高度化事業の分担金、合わせまして２９５万１千円の追加。 

 その下の表の２目、農林水産業費負担金につきましては、町外の各市町が負担する面事
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業の変更によりまして、合わせて３９万８千円の追加となっております。 

 一番下の表の、１４款、１項、１目、民生費国庫負担金では、子育て支援事業の広域入

所の施設型給付費にかかる国庫負担金で７５万１千円の追加。 

 次のページの、１４款、１項、２目、衛生費国庫負担金の新型コロナウイルスワクチン

接種対策負担金では、４回目のワクチン接種に伴い、予診や接種にかかる費用に対する補

助で１９４万４千円を計上。 

 １４款、２項、１目、総務費国庫補助金では、戸籍事務へのマイナンバー制度導入経費

に対する補助として、社会保障・税番号制度システム整備補助金の交付決定により６１２

万３千円を追加。 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金では、町独自のコロナ対策事業の財

源として３６９万６千円の追加、合わせまして９８１万９千円の追加。 

 ３目、衛生費国庫補助金では、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金は、

ワクチン４回目接種に対する補助ですけれども、接種会場の運営に対する経費などに対し

まして１，８７４万６千円の追加。 

 一番下の表の、１５款、１項、１目、民生費道負担金では、子育て支援事業の広域入所

の施設型給付費にかかる道負担金で３７万５千円の追加。 

 次のページの、上の表、１５款、２項、４目、農林水産業費道補助金では、北海道水利

施設等保全高度化事業補助金４６１万円の追加、次世代農業促進生産基盤整備特別対策事

業補助金で１８８万６千円の追加、持続的畑作生産体系確立緊急対策事業補助金１，１０

０万円を計上、合わせまして１，７４９万６千円の追加です。 

 その下の表の１８款、１項、１目、財政調整基金繰入金では、予算の財源調整としまし

て１，５５７万８千円の追加。 

 その下の表の２１款、１項、２目、農林水産業債では、農業基盤整備の事業費の増に伴

い起債対象限度額が増になったことに伴いまして１４０万円の追加。 

 ４目、消防債では、小型動力ポンプ付水槽車の納車が年度内に見込めないことに伴いま

して５，２００万円の減。 

 最後に、別に配布の資料１の財政調整基金及び特定目的基金の保有状況（見込）をご覧

いただきたいと思いますけれども、今回の補正予算の結果、一般会計の基金保有高見込み

は、右側の下から４行目にありますように３８億２，２９６万９千円となってございます。 

 資料２につきましては、一般会計補正予算に係る投資的事業の資料となっておりますが、

今回の補正に伴い、内容が変更となっておりますので、後ほどご覧いただきたいと思いま

す。 

 以上、説明不足につきましては、質疑の中で補足させていただきますので、ご審議の上、

決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（須河 徹君） 次に、議案第３３号 令和４年度訓子府町介護保険特別会計補正

予算（第１号）についての提案理由の説明を求めます。議案書１７ページです。 

 福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（今田朝幸君） 議案書の１７ページをお開き願います。 

 議案第３３号 令和４年度訓子府町介護保険特別会計補正予算（第１号）について、提

案理由の説明をさせていただきます。 
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 今回の補正につきましては、令和６年度からの第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画の策定に向け、保健福祉施策・介護保険サービス等を検討する上での基礎資料とす

るためのアンケート調査および策定委員会の開催にかかる経費と令和３年度介護給付費お

よび地域支援事業費の確定に伴い、関係します経費等を補正するものでございます。 

 令和４年度訓子府町の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるものとし、

第１条にありますように２，１２１万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６

億５，０７１万１千円とするものでございます。 

 第２項の補正の款項の区分ごとの金額等につきましては、１８ページの第１表 歳入歳

出予算補正のとおりですので、ご覧をいただくこととしまして、内容につきましては、１

９ページ以降の事項別明細書により、説明させていただきます。 

 それでは、１９ページの歳入から説明いたします。 

 ６款、２項、１目、一般会計繰入金の４節、その他一般会計繰入金の事務費繰入金につ

きましては、第９期介護保険事業計画策定委員会の開催経費とアンケート調査にかかる経

費としまして４４万２千円を追加するものでございます。 

 ７款、１項、１目、繰越金のうち１節、支払基金交付金繰越金１４４万５千円は、令和

３年度の介護給付費等に要する費用に充てる支払基金交付金として交付されたもので、事

業費の確定により支払基金への返還金分として繰り越しするものでございます。 

 同じく、２節、その他繰越金は、令和３年度の国、道からの介護給付費負担金で、事業

費の確定により、国、道への返還金分と令和３年度におけます剰余金を介護給付費準備基

金に積み立てるため、合わせて１,９３２万４千円を繰り越しするものでございます。 

 続きまして、２０ページの歳出になります。 

 １款、５項、１目の計画策定委員会費につきましては、令和６年度からの第９期介護保

険事業計画策定のための経費としまして、策定委員の報酬２万７千円、封筒およびアンケ

ート用紙等の消耗品費３万８千円、アンケート調査等の郵送料としまして通信運搬費３７

万７千円を計上するものでございます。 

 ４款、１項、１目、介護給付費準備基金積立金８２５万７千円につきましては、令和３

年度におけます剰余金を基金に積み立てるものでございます。 

 資料１の方をご覧いただきたいと思います。資料１、基金の保有状況（見込）でござい

ますけども、表の下から２段目、介護給付費準備基金の令和４年度末の保有見込額は１，

８６８万６千円となる見込みでございます。 

 ２０ページに戻りまして、６款、１項、２目、償還金につきましては、歳入で説明しま

した令和３年度分として交付されました支払基金交付金と国庫支出金および道支出金の額

確定により、国庫支出金等返還金としまして１，２５１万２千円を追加するものでござい

ます。 

 ２１ページの給与費明細書につきましては、今回の介護保険事業計画策定委員会の委員

報酬の補正に伴うものですので、ご覧いただきたいと思います。 

 以上、令和４年度介護保険特別会計補正予算の内容について、提案理由の説明をさせて

いただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（須河 徹君） 以上で、議案第３２号、議案第３３号の各案に対する提案理由の

説明が終わりました。 
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    ◎議案第３４号、議案第３５号、議案第３６号、議案第３７号、議案第３８号 

〇議長（須河 徹君） 次に、日程第５、議案第３４号、日程第６、議案第３５号、日程

第７、議案第３６号、日程第８、議案第３７号、日程第９、議案第３８号を議題といたし

ます。 

 各案に対する提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 まず、議案第３４号 訓子府町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条

例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明を求めます。議案書２２ページ

です。 

 町民課長。 

〇町民課長（坂井毅史君） 議案書２２ページをお開き願います。 

 議案第３４号 訓子府町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をさせていただきます。 

 訓子府町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例（令和３年条例第１

３号）の一部を改正する条例を次のように制定しようとする。 

 今回の改正につきましては、沖縄振興特別措置法という法律の改正に伴い、引用する租

税特別措置法および租税特別措置法施行令の条項ズレの改正があったためのもので、条例

の内容自体に直接的な影響はございません。 

 それでは、記以下について、ご説明させていただきます。 

 訓子府町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条

例。 

 訓子府町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例（令和３年条例第１

３号）の一部を次のように改正する。 

 条例の改正ですけども、右側２３ページの新旧対照表で説明をさせていただきます。 

 第２条第１項中「第１２条第３項の表の第１号」を「第１２条第４項の表の第１号」に、

「第４５条第２項の表の第１号」を「第４５条第３項の表の第１号」に、「第２８条の９第

１０項」を「第２８条の９第１０項第１号」に改めるものでございます。 

 ２２ページに戻っていただいて、附則でございます。この条例は、公布の日から施行す

る。 

 以上、議案第３４号 訓子府町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をさせていただきました。ご審

議の上、ご決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（須河 徹君） 次に、議案第３５号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につ

いての提案理由の説明を求めます。議案書２４ページです。 

 総務課長。 

〇総務課長（硯見康之君） 議案第３５号の提案理由の説明をさせていただきますので、

議案書２４ページをお開きください。 

 議案第３５号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道市町村

総合事務組合規約を次のとおり変更することについて、議会の議決を求めるものでござい

ます。 
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 今回の規約変更につきましては、すべて上川中部福祉事務組合が加盟することによる変

更でございます。 

 記以下について説明をさせていただきます。 

 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道市町村総合事務組合規約（平成３１年２月２２日市町村第１８７７号指令）の一

部を次のように変更する。 

 別表第１、ここでは組合を組織する地方公共団体を定めておりますが、上川総合振興局

（３０）の項中「（３０）」を「（３１）」に改め、「上川広域滞納整理機構」の次に「上川中

部福祉事務組合」を加える。 

 別表第２、ここでは共同処理する事務ごとでの団体を定めておりますけれども、これの

９の項中「上川広域滞納整理機構」の次に「、上川中部福祉事務組合」を加えるものでご

ざいます。 

 附則をご覧ください。 

 この規約は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による北海

道知事の許可の日から施行するものを規定しております。 

 以上、議案第３５号の提案理由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定を

賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（須河 徹君） 次に、議案第３６号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更

についての提案理由の説明を求めます。議案書２５ページです。 

 総務課長。 

〇総務課長（硯見康之君） それでは、議案第３６号の提案理由を説明させていただきま

すので、２５ページをお開きください。 

 議案第３６号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道市町村

職員退職手当組合規約を次のとおり変更することについて、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 記以下の説明をさせていただきます。 

 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和３２年１月２３日３２地第１７５号指令許可）

の一部を次のように変更する。 

 別表（２）、ここでは構成している一部事務組合と広域連合を定めていますが、この表の

上川管内の項中「富良野広域連合」の次に「、上川中部福祉事務組合」を加えるものでご

ざいます。 

 附則でございます。 

 この規約は地方自治法第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行する

旨、規定しております。 

 以上、議案第３６号の提案理由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜

りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（須河 徹君） 次に、議案第３７号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規

約の変更についての提案理由の説明を求めます。議案書２６ページです。 
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 総務課長。 

〇総務課長（硯見康之君） 議案第３７号の提案理由の説明をさせていただきますので議

案書２６ページをお開きください。 

 議案第３７号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道町村議

会議員公務災害補償等組合規約を次のとおり変更することについて、議会の議決を求める

ものでございます。 

 記以下の説明をさせていただきます。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭和４３年５月１日地方第７２２号指令

許可）の一部を次のように変更する。 

 別表第１、ここでは構成している団体を定めておりますけども、この表の最後に「上川

中部福祉事務組合」を加えるものでございます。 

 附則でございます。 

 この規約は地方自治法第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行する

ものでございます。 

 以上、議案第３７号の提案理由を説明させていただきました。ご審議の上、ご決定を賜

りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（須河 徹君） 次に、議案第３８号 農業集落排水施設機器更新工事請負契約の

締結についての提案理由の説明を求めます。議案書２７ページです。 

 上下水道課長。 

〇上下水道課長（森田繁光君） 議案第３８号の提案説明を申し上げます。議案書２７ペ

ージをお開きください。 

 議案第３８号 農業集落排水施設機器更新工事請負契約の締結について。 

 次により工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（昭和３９年条例３１号）第２条の規定により議会の議決を求めるも

のでございます。 

 記としまして、工事名は、農業集落排水施設機器更新工事であります。 

 契約の相手方につきましては、三つの経常建設共同企業体による指名競争入札の結果、

天内・久島経常建設共同企業体、代表者 天内工業株式会社 代表取締役 伊藤 嘉高氏

で、契約金額は５，８８５万円でございます。 

 なお、予定価格につきましては５，９９３万９千円でございました。 

 概要につきましては、穂波にあります訓子府町農業集落排水管理センターの農業集落排

水施設の機器更新工事でございます。 

 内訳としまして、機械設備一式、電気設備一式となっております。 

 工期につきましては、令和５年３月１０日までとしております。 

 以上、議案第３８号の提案説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（須河 徹君） 以上をもって、議案第３４号、議案第３５号、議案第３６号、議

案第３７号、議案第３８号の各案に対する提案理由の説明が終了しました。 
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 ここで議事について、議会運営委員長ならびに副議長と協議のため、暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１０時２３分 

再開 午前１０時３５分 

 

〇議長（須河 徹君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

 

    ◎議事日程の変更 

〇議長（須河 徹君） お諮りいたします。 

 先ほど、議会運営委員長ならびに副議長と協議の結果、これより日程の順序を変更し、

日程第１１、報告第４号、日程第１２、報告第５号、日程第１３、報告第６号、日程第１

４、報告第７号、日程第１５、議員の派遣についてを先に審議したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

〇議長（須河 徹君） 異議なしと認めます。 

 よって、この際、日程の順序を変更し、日程第１１、報告第４号、日程第１２、報告第

５号、日程第１３、報告第６号、日程第１４、報告第７号、日程第１５、議員の派遣につ

いてを先に審議することに決定しました。 

 

    ◎報告第４号 

〇議長（須河 徹君） 日程第１１、報告第４号 繰越明許費繰越計算書の提出について

（令和３年度訓子府町一般会計予算）を議題といたします。議案書２８ページです。 

 提出者からの報告を求めます。 

 企画財政課長。 

〇企画財政課長（篠田康行君） 議案書２８ページになります。 

 報告第４号 繰越明許費繰越計算書の提出について。 

 令和３年度訓子府町一般会計予算の繰越明許費について、別紙のとおり翌年度に繰り越

したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により

報告するものでございます。 

 次のページの繰越計算書により、その内容を説明いたしますので、２９ページをご覧い

ただきたいと思います。 

 今回、繰り越した事業は、令和３年度補正予算により追加された事業であり、繰り越し

た総額が５，７３８万円となっております。 

 それぞれの事業の内訳につきましては、既に予算の中で説明をさせていただいておりま

すが、あらためてその概要を簡単に説明させていただきます。 

 ２款、３項、１目、戸籍住民登録費の住民基本台帳システム改修事業は、デジタル社会

形成整備法の成立に伴う転入地への転出届に関する事前通知開始に対応するため、住民基

本台帳システムの改修費用として１７３万５千円を。 

 ３款、１項、１目、社会福祉総務費の住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業は、対象
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世帯に１０万円を給付する事業ですけれども、その給付金および通信運搬費などの経費と

して３，１２９万円を。 

 ３款、２項、１目、児童福祉総務費の子育て世帯臨時特別給付金事業は、対象者ひとり

につき１０万円を給付する事業ですが、その給付金および通信運搬費などの経費として１

００万６千円を。 

 ４款、１項、２目、予防費の新型コロナワクチン接種事業は、ワクチン接種業務、予約

受付業務などの委託料および通信運搬費などの経費として２，０６４万９千円を。 

 １０款、２項、１目、学校管理費の学校保健特別対策事業は、新型コロナウイルス感染

症対策としまして、二酸化炭素濃度測定器、パルスオキシメーター、消毒液、サーマルカ

メラ等を購入するため１８０万円を。 

 １０款、３項、１目、学校管理費の学校保健特別対策事業も、新型コロナウイルス感染

症対策としまして、二酸化炭素濃度測定器、パルスオキシメーター、消毒液、サーマルカ

メラ等の購入ならびに手洗い場自動センサーを４か所設置することから９０万円をそれぞ

れ繰り越したものでございます。 

 以上、報告第４号 繰越明許費繰越計算書の提出について、報告をさせていただきまし

た。 

〇議長（須河 徹君） 以上で、本報告を終わります。 

 

    ◎報告第５号 

〇議長（須河 徹君） 次に、日程第１２、報告第５号 令和３年度における訓子府町ふ

るさとおもいやり寄付金等の運用状況についてを議題といたします。議案書３０ページで

す。 

 提出者からの報告を求めます。 

 企画財政課長。 

〇企画財政課長（篠田康行君） 報告第５号について、報告いたします。議案書３０ペー

ジをお開きください。 

 報告第５号 令和３年度における訓子府町ふるさとおもいやり寄付金等の運用状況につ

いて。 

 訓子府町ふるさとおもいやり寄付条例（平成２０年条例第８号）第１０条の規定により、

令和３年度における訓子府町ふるさとおもいやり寄付金等の運用状況について、次のとお

り報告するものでございます。 

 運用状況につきましては、次の３１ページに掲載しておりますのでご覧いただきたいと

思います。 

 １の報告の対象となる期間は、令和３年４月１日から本年３月３１日まで、令和３年度

中の１年間でございます。 

 ２の寄付の状況についてですけれども、（１）では、事業別寄付状況、（２）では、寄付

者の居住地域別寄付件数を掲載しております。 

 （１）の事業別寄付件数、口数、寄付金額はご覧のとおりですけれども、寄付件数の合

計では、対前年度約４３％の増の３，９３４件となっており、寄付金額は約３３%増の４，

４１７万６千円のご寄付がございました。 
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 （２）の地域別寄付件数につきましては、約９５％が北海道以外からのもので、そのう

ち約７１％が関東甲信越、関西圏からのものとなってございます。 

 次に、３の基金の状況についてでございますけれども、年度当初の基金保有額が９，８

５９万９千円、積立額は３年度中の寄付金額と利子分２千円を加えまして４，４１７万８

千円、年度中に取り崩した額が２，２００万円、これにより年度末保有額は１億２，０７

７万７千円、前年度より２，２１７万８千円の増となってございます。 

 ４の基金の活用（取崩）状況ですけれども、寄付者の意向に沿って、３年度中の寄付金

と過年度分とを合わせまして、２，２００万円を令和３年度実施の記載の事業財源として

活用させていただいております。 

 以上、報告第５号 令和３年度における訓子府町ふるさとおもいやり寄付金等の運用状

況について報告させていただきました。 

 なお、この報告内容につきましては、町のホームページにも掲載させていただいており

ます。 

 以上です。 

〇議長（須河 徹君） 以上で、本報告を終わります。 

 

    ◎報告第６号 

〇議長（須河 徹君） 次に、日程第１３、報告第６号 教育委員会の活動状況に関する

点検・評価報告についてを議題といたします。議案書３２ページです。 

 職員に報告を朗読させます。 

〇議会事務局長（石岡宏造君） それでは、ご報告申し上げます。議案書の３２ページを

お開き願います。 

 報告第６号 教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告について。 

 教育委員会から活動状況に関する点検・評価報告について、次のとおり報告があった。 

令和４年６月７日提出 

訓子府町議会議長 須 河  徹 

令和３年度訓子府町教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条第１

項の規定に基づき、令和３年度訓子府町教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告を

次のとおり報告します。 

記 

別    冊 

 なお、別冊の活動状況に関する点検・評価報告書でありますが、事前に議員ならびに説

明員の皆さまに配布させていただいておりますので、説明については省略させていただき

ます。 

 以上でございます。 

〇議長（須河 徹君） 以上で、本報告を終わります。 

 

    ◎報告第７号 

〇議長（須河 徹君） 次に、日程第１４、報告第７号 出納検査結果報告についてを議
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題といたします。議案書３３ページです。 

 職員に報告を朗読させます。 

〇議会事務局長（石岡宏造君） 議案書の３３ページをお開きください。 

 報告第７号 出納検査結果報告について。 

 監査委員から出納検査について、次のとおり報告があった。 

令和４年６月７日提出 

訓子府町議会議長 須 河  徹 

出納検査結果報告 

 地方自治法第２３５条の２第１項による例月出納検査を、令和４年４月１１日町会計管

理者等に対し執行したので、その結果を次のとおり報告します。 

記 

 １．出納事務は適法に行われ、異状ないものと認める。 

訓子府町議会議長 須 河 徹  様 

令和４年４月１１日 

訓子府町監査委員 平 塚 晴 康 

訓子府町監査委員 河 端 芳 惠 

 次のページの３４ページから３６ページにつきましては、説明を省略させていただきま

して、３７ページをお開き願います。 

出納検査結果報告 

 地方自治法第２３５条の２第１項による例月出納検査を、令和４年５月１０日町会計管

理者等に対し執行したので、その結果を次のとおり報告します。 

記 

 １．出納事務は適法に行われ、異状ないものと認める。 

 訓子府町議会議長 須 河  徹 様 

令和４年５月１０日 

訓子府町監査委員 平 塚 晴 康 

訓子府町監査委員 河 端 芳 惠 

 次の３８ページから４２ページにつきましても、先ほどと同様、説明を省略させていた

だきまして、４３ページをお開き願います。 

 本日追加で配布させていただきました６月分の出納検査結果報告であります。 

出納検査結果報告 

 地方自治法第２３５条の２第１項による例月出納検査を、令和４年６月６日町会計管理

者等に対し執行したので、その結果を次のとおり報告します。 

記 

 １．出納事務は適法に行われ、異状ないものと認める。 

訓子府町議会議長 須 河  徹 様 

令和４年６月６日 

訓子府町監査委員 平 塚 晴 康 

訓子府町監査委員 河 端 芳 惠 

 次のページの４４ページから４６ページにつきましても、前の２件と同様、説明を省略
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させていただきます。 

 以上でございます。 

〇議長（須河 徹君） 以上で本報告を終わります。 

 

    ◎議員の派遣について 

〇議長（須河 徹君） 次に、日程第１５、議員の派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 議員の派遣の件については、別紙のとおり派遣することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

〇議長（須河 徹君） 異議なしと認めます。 

 よって、議員の派遣については、別紙のとおり派遣することに決定しました。 

 午前中の日程は、全部終了しました。午後から一般質問の実施を町民の皆さんに周知し

ているため、ここで昼食のため、休憩いたします。 

 午後は１時から一般質問がございますので、ご参集願います。 

 

休憩 午前１０時５３分 

再開 午後 １時００分 

 

〇議長（須河 徹君） それでは、定刻になりました。 

 休憩を解き、会議を継続いたします。 

 

    ◎一般質問 

〇議長（須河 徹君） 日程第１０、一般質問を行います。 

 質問は通告書の順序により発言を許します。 

 なお、質問は答弁を含めて、議会運営委員会から答申された時間に制限いたしますから、

簡潔に質問、答弁されますよう希望いたします。 

 それでは、一般質問の発言を許します。 

 １番、余湖龍三君。 

〇１番（余湖龍三君） １番、余湖です。通告書に従いまして一般質問をいたします。 

 パークゴルフ場の維持管理についてということで教育長にお尋ねいたします。 

 ４月末より利用の始まったパークゴルフ場ですが、オープンから約１か月、現状の劣悪

さに驚きを隠せません。 

 芝は黄色く焼け、小さな樹木は枯れ、グリーンらしくない芝、さらに多数の穴ぼこ。 

 町営の使用料を取っている施設として、その管理に疑問を感じるものです。パークゴル

フ場の維持管理の現状と今後についてお尋ねいたします。 

 一つ、パークゴルフ場の現状について、どのように思われますか。 

 二つ、芝や樹木の整備の体制はどのようになっていますか。 

 三つ、今後の対策は。 

 以上、お願いいたします。 
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〇議長（須河 徹君） 教育長。 

〇教育長（林 秀貴君） ただいま「パークゴルフ場の維持管理について」３点のお尋ね

をいただきましたので、お答えをいたします。 

 訓子府町のパークゴルフ場は訓子府大橋の上流の常呂川の河川敷地に、平成３、４年に

Ａ・Ｂコース、平成５年にＣ・Ｄコース、平成１１年にＥ・Ｆコースが開設し、あわせて

６コース５４ホールを有しており、開設以来３０年を経過し、この間、町内外の多くのパ

ークゴルフ愛好者に利用されています。 

 １点目の「パークゴルフ場の現状についてどのように思いますか」のお尋ねがございま

した。 

 本町のパークゴルフ場は河川敷地にあることから、表土層が薄く、下層土は砂利層で透

水性が良く保水性がない条件下の中でのコースであります。 

 また、本町の芝は寒冷地型で高温に弱く、高温少雨が続くと芝が乾燥しやすい特徴があ

ります。 

 今春のパークゴルフ場の現状でありますが、ここ数年の異常気象、とりわけ昨年来の高

温少雨によりまして芝生に大きな影響があり、全体的に芝そのものに元気がなく、芝が生

えていない欠損箇所が多くみられ、芝の乾燥などが原因とみられる雑草が繁茂し、冬枯れ

などの症状も出ている芝生もあります。 

 特に、取水箇所からの距離が長く、ポンプの水圧が足りなくて散水できないＥ・Ｆコー

スの西側のエリアでは、芝枯れのほかに起伏のあるコースのため春先に低地に水がたまり

枯死するなど、気象条件と自然条件が重なり芝の欠損箇所が多く認められる状況となって

おります。 

 芝生管理の専門業者によりますと、本町での芝枯れ等の原因については、他市町村の河

川敷地内のパークゴルフ場と同様に、まずは第一に水不足、芝の経年劣化による芝の過密

と、土壌の栄養不足などが考えられるとされています。また、河川敷地に開設している他

市町村のパークゴルフ場におきましても、同様の現状が出ており、対策に苦慮していると

伺っております。 

 次に、２点目の「芝や樹木の整備の体制はどのようになっていますか」とのお尋ねがご

ざいました。 

 本町のパークゴルフ場につきましては、コース内の芝刈り・清掃・除草や樹木の枝拾い

や低木の剪定など通常の管理は高齢者勤労センターに維持管理業務を委託しており、パー

クゴルフ協会にはグリーンのカップ切、バンカーの清掃、利用者への助言や指導などを行

っていただき、日常的には教育委員会担当職員の見回りや補修作業、肥料や目土の散布な

どを実施しております。 

 また、天気の状況や芝生の状態に応じた散水作業は教育委員会職員と高齢者勤労センタ

ーから派遣された職員で実施しているところでございます。 

 このように、教育委員会と高齢者勤労センターやパークゴルフ協会と連携・協力しなが

ら適正な維持管理に努めているところです。 

 ３点目の「今後の対策」についてのお尋ねがございました。 

 １点目でお答えしたとおり、現在のパークゴルフ場芝生の状況は、ここ数年の異常気象、

とりわけ昨年来の高温少雨によりまして芝生に大きな影響があり、全体的に芝そのものに
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元気がなく、芝が生えていない欠損箇所が多くみられております。このことから芝生管理

の専門業者に芝生対策や管理について相談し、今後の対策の助言に基づきながら、天気の

状況や芝生の状態に応じた散水作業、枯死した欠損箇所などへの種まきや張芝作業を実施

し、管理委託先である高齢者勤労センターと連携を図り、パークゴルフ協会のご協力もい

ただき、芝生の回復状況を見極め、さまざまな対策を取り組みながら利用者にとって安全

で快適な環境づくりに努めてまいりたいと思っております。 

 以上、お尋ねのありました３点につきましてお答えいたしましたので、ご理解賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（須河 徹君） 余湖龍三君。 

〇１番（余湖龍三君） パークゴルフ場の現状をどう考えるかということについては、私

も今年ははじめて、この質問書を作ったころですね、要するに５月の末ごろにはじめてパ

ークゴルフをやりに行った訳なんですけども、最近は年のせいであんまりできないんで、

あんまり行ってなかったんですけども、去年のシーズンが終わる最後のころに一度やりま

して、「ああ、これまたひどい状態だな」というのは、そのころもちょうど秋枯れといいま

すか、非常に黄色い状態が多くて、大変な状態だなと思って見てたんですけども、冬越し

ちゃうと忘れちゃったんですけども、また春、今回、ひと月たった５月の末に行った時に

ちょうどこの雨が降る前でしたので、本当に一番ひどい状態だったんだなということを感

じました。この現状というのは、どうなんですか、教育委員会といいますか教育長の方に

はどのような経過の中で現状報告というのは上がってくるものなのでしょうか。 

〇議長（須河 徹君） 教育長。 

〇教育長（林 秀貴君） 私自身も４月２９日にオープンしたんですけど、パークゴルフ

場が。その前にも状況は見ながら、その経過を順次、担当職員の方がコースを見守りなが

ら、その辺のとこの報告は上がっている状況でございます。 

〇議長（須河 徹君） 余湖龍三君。 

〇１番（余湖龍三君） 私もね、車で、あそこは堤防あんまり通ることはないんですけど

も、車で今年はパークゴルフ場どうかなと思って、車で走るとまあまあなのかなとかって

思いながらいる時も多いんですよ、これね、下に降りてプレーをすると本当によく分かる

んですよね、やっぱりね、目の前ですからね、非常に全体的に見ると、ああ緑に見えても

本当に先ほどのお答えの中にもありますけども、芝のない所とか、要するに私は穴があい

てひどいなという感じで見るんですけども、そういうようなことがプレーをすることによ

って見えるんですよね、ですから管理の方々が芝を刈る人は芝を刈るで、機械に乗って歩

きますから分かるのかなと。芝の状態が分かるのかな。ただ、穴があいていても、それが

プレーをする人にどのぐらいの影響があって、どれぐらいの感覚でそれに対して感じてい

るのか、ちょっと分かんないとこじゃないのかなという気持ちを持っています。なんせ今

年はひどいですね。それで、この雨が降りましたんで、私は今朝もひと通りぐるっと見て

きましたけど、雨の降る前に比べたら、かなり緑になってきました。確かに、芝自体がね。

なってきましたけども、やはり下で歩いてみると、もう本当にひどい箇所がたくさんある

なということを現状として捉えています。 

 もう一つ現状分かっているなら教えてほしいんですけども、私、一番気になったのは、

一番でもないですけど、芝が悪いのは分かるんですけど、ティーグラウンドっていうんで
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すか、最初に打つとこの台の周りっていうのは、非常に芝がないとこが多いんですよね、

あればなぜあんな風になっているのかは、お分かりですか。 

〇議長（須河 徹君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（山田洋通君） 今、いわゆるスタート台の周囲の芝の状態ということで

の質問でございました。昨年来の雨不足と高温によりまして、芝全体が傷んでいる、元気

がないという状況にはなっております。その中で昨年の夏、また今シーズンも５月の末に

散水ポンプが更新されましたので、そこから連日、水まきに努めているところですが、そ

れにつきましては、やはりプレーの中心となるグリーンとあとそのプレーのコースといい

ますかね、そこを主力で散水、または目土等のメンテをしています。ですので、今、差し

当たりプレーに影響する部分ということで優先して作業の方を進めさせていただいており

ます。ですので、いわゆるスタート台の部分につきましては、今現在そこまで手が及んで

いないといいますか、ちょっと後回しになっているというのが現状でございます。 

〇議長（須河 徹君） 余湖龍三君。 

〇１番（余湖龍三君） 今、課長の返答はちょっと現状の認識不足じゃないかなと思いま

すね。まず、水をまいたからとか水をまかないからとかっていうよりも、それは全体的な

話の中であって、全体的に芝が黄色くなった時は黄色くなるんですよね。そうじゃなくて、

今言ったスタート台の回りは芝がないんです。現状として。それはなぜかというと、そこ

に私が見た訳じゃないんで、聞いた話とすれば、そこに生える雑草というか、スタート台

の回りというのは芝刈り機がなかなか行きにくいと。きれいに刈れないと。芝刈り機で刈

れないから雑草が生えた部分に関しては薬をまいていると。要するに生えても芝刈りがい

らないように除草薬をまくんで、そこがだんだん広がっていくんですね。最初はスタート

台の回りだけまいているんですけども、それがだんだん薬なんで広がっていって、芝のな

い場所が広がってくるというのが現実でないかと私は思っています。それが現実として把

握してほしいんですけども。パークゴルフ場で何を求めるのかと。来た人は。数人で行っ

て数字を競ってパークゴルフで勝負をするのも楽しいことですけども、やはりあそこのゴ

ルフやる人もそうじゃないかと思いますけども、パークゴルフをやる人もパークゴルフを

やりながら、その環境を楽しむんですよね、やはり。グリーンがあって、きれいなグリー

ンがあって、球を打つ喜びというんですかね。要するに環境がいいとこでやることが非常

に自分にとって、やる人にとって、ああいいパークゴルフ場だなと。パークゴルフやりに

来た甲斐があったな。そういう人が多いんですよ。勝負に勝ったから今日はよかったなと

いう人もいますけども、それ以上にやはり、あの環境を楽しむ人っていうのは多いんだと

思います。だからそういう人にとって、今の訓子府町のパークゴルフ場というのは、それ

に耐えれるような施設じゃないんじゃないかというふうに私は思うんですけども、課長の

目から見ていかがですか。 

〇議長（須河 徹君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（山田洋通君） プレーを楽しむだけではなくて、その環境も楽しむとい

うことでの議員からのご指摘、ご質問でしたけども、今現在ですね、この芝の状態を何と

か回復、改善に向けてですね、取り組んでいることがございます。特にＥ・Ｆコースの部

分でいきますと、冬枯れによる、いわゆる枯死と言うんですか、死んでしまったという、

芝が死んでいる部分がございます。そこにつきましては、一つは芝を張る張芝、一つは種
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をまいて目土をするということの方法で対応しております。また、特にプレー中での影響

があるグリーンの回りにつきましては、ひどいところの部分をですね、一部分、少しずつ

ですが、張芝での対応を今取り組んでいるところです。これによってすべて芝が回復とい

うことにはなりませんが、では一体今シーズンにどのような対策をとって回復に向けてい

けるのかという部分で今は試験的にですけども取り組んでいる状況です。ですので、愛好

者の皆さんにおかれましては、従来の、今までの芝のいい状態だったころと比べて、何て

言うんでしょう、満足いただけない部分もひょっとしたらあるかもしれませんが、何とか

芝の回復に向けて職員一同努力しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（須河 徹君） 余湖龍三君。 

〇１番（余湖龍三君） 今、努力しているというお話ですけども、パークゴルフ場もでき

て３０年ということで、最初のＡ・Ｂができてからそれぐらいたつということで、私も３

０年前からパークゴルフはやってますけども、そのころ本当にＡ・Ｂができたころは、Ａ・

ＢでもＢの橋のたもとまで、大橋のたもとまでのグリーンというのは最高でしたよね。パ

ークゴルフをやって、あそこの部分に行くと本当に気持ちいいんですよ。もう歩いていて

もふわふわしてて、芝がしっかりして、下の土も柔らかい、非常に最高の、もうですから、

そのころ、訓子府のパークゴルフ場行ったら本当にやってて気持ちがいいんだよと。そう

いう時代がずっと続いてました。それでＣ・Ｄができて、Ｃ・ＤはＡ・Ｂに比べると本当

に土壌の関係が悪くて水はけが、逆に言うと水はけが良すぎてということもあったんで、

多少のあれありましたけども、やはり最初は良かったですよね。それが年々、年々悪くな

ってきているのが確かなんですよ。年々、年々悪くなってきているというのははっきりし

ているんですけども、それに対する対応が年々、年々追いついていってないのも確かなん

です今まで。それの最終的な形が今年の状態じゃないか。ですから最悪、今年の状態のた

めに去年の、先ほど私も言いましたけども、シーズンが終わるころに行った時には本当に

悪い状態でした。じゃその時に今年に向かってどういう対処をしたのか、今、課長が言っ

たのは、今年これから今、最悪なんで、これから目土です張芝ですというようなお話もし

ましたけども、やはり去年の終わるころの悪い時に何をしたのかなと。その時にどういう

ふうに考えて次年度、今年に対して向かってきたのか、何かありましたらお知らせくださ

い。 

〇議長（須河 徹君） 教育長。 

〇教育長（林 秀貴君） まず、スタート台の話もありまして、私自身もそういう状況下

というとこ把握してございませんでした。その中でそういう状況の維持管理というとこを

またちょっと内部的というか高齢者勤労センターも含めて、そこら辺の対処をしてまいり

たいというふうに思っているところでございます。 

 また、現状に、それに耐えれる状況なのかというお話もあったところでございます。そ

こで前段私も申し上げたように、うちのパークゴルフ場というのは、平成３、４年にＡ・

Ｂコースが開設して以来、１１年にＥ・Ｆコースが開設して今の形になっているんですけ

ど、その中で芝生が最初まいた時と今、余湖議員がおっしゃるように状況というのは変化

してきている状態というのは私も認識しているところで、やはり芝自体が、この気象や維

持管理の状況によって、当初まいた芝の種類と違う芝が現状的には繁茂してきているのが

現状で、そこでプレーヤーとして開設当初の芝の状態と今の状態の感じ方がまさしく違う
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んではないかというふうに感じているところでございます。そのような中で全体的な今の

状況をみた中で何がやっぱりこう直接的な原因かと申し上げますと、やはり私はここ数年

の異常気象によって、前段お話したように、ここのコースがやはり砂利層が多いことと表

層土が薄いという状況の中で保水力がなくて、その中で雨が少ない状況の中で芝を相当痛

めているのが今の状況だということで、その中でも散水作業をしながら、限られた水量の

中でそれぞれのコースの中でやっている状況の中が今の状況というとこで、その中で高齢

者勤労センターなりパークゴルフ協会とも連携を図りながら、その辺のとこの状況を今や

っているというとこでご理解いただきたいということと今、お話があった昨年のとこから

今年度に向けてというとこで通年やっています芝はエアレーションなり空気を送り込んで

芝を強くしたりとか目土をしないと芝の活性化がおきませんので、それら辺を含めて、定

期的というかローテーションを組みながらコースをやっているという現状で、昨年もその

辺の秋については、そのコースにつけて目土なりエアレーションの作業を実施して、今春

に備えたというのが現状でございます。 

〇議長（須河 徹君） 余湖龍三君。 

〇１番（余湖龍三君） 今の返答の最後で去年もやったんだよということで返答ありまし

たけども、それが今回、今年の春、こんだけひどい状態になったのは、例年並みのいろん

な処理はしたけども、やはり５月の雨不足といいますか、雨がなくて、暑くて、そのせい

にこうなったというのかなということを思いますけども、やはりそこら辺に対してもうち

ょっとお聞きしたいんですけども、先ほどポンプがどうのこうのとかという話もありまし

たけども、河川敷ですから、水のことは現状どういう感じで、どういうシステムの中でど

ういうふうにまいていらっしゃるんですか。 

〇議長（須河 徹君） 教育長。 

〇教育長（林 秀貴君） 取水箇所としては、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄコースの中間地点に水源が

ありまして、そこからポンプでくみ上げて、水圧とか長さにもよりますけど、Ａ・Ｂコー

ス、Ｃ・Ｄコースまではなんとか散水できる状況であります。ただしＥ・Ｆコースについ

ては距離も長くて水圧の関係からまけない状況なんで、軽トラックなどに積んで、特にグ

リーン周りに散水しているというのがうちの維持管理の状況でございます。 

〇議長（須河 徹君） 余湖龍三君。 

〇１番（余湖龍三君） やっぱり水が命ですよね、水が命なんで、どれぐらいの、状況を

見た中で水をまいているのか、定期的にまいているのか、今言ったようにＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

に関してはポンプが届くということなんで、そこら辺はどうなっているんでしょうか。私

はよくモイワの横を毎日のように通るもんですから、それを見てると水の状況は違うんで

しょうけども、本当に暑いときは毎日のようにまいていますね朝の段階で。訓子府のまき

方というのはどういう状態なのかなと。水はＡ・Ｂとあそこの水を、あそこにポンプをつ

けてあれするっていうことは、自由に結構、時間さえあればまけるような状態になってい

るのか、それに対する制約があるのか、そこら辺はどうなんでしょう。 

〇議長（須河 徹君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（山田洋通君） 今、散水の頻度、回数ということのご質問でした。散水

につきましてはですね、暑い時期、または涼しい時期もございますが、今現在は主に夕方

の時間帯、そして時期によっては早朝、朝というふうに、なるべく日中そのものというよ
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りも、朝と夕方を中心にですね、散水の時間をとっております。 

 また、特にこれから先、暑くなってきますと、夕方でも暑いという状況にもなりますの

で、またそれをさらに時間を変更しながら散水の作業を行っているところです。これはい

わゆる雨の状況、天気の状況をみながら担当の職員、また高齢者勤労センターと連携した

中で散水作業を行っているということでございます。 

〇議長（須河 徹君） 余湖龍三君。 

〇１番（余湖龍三君） じゃあ逆に言うと、やる機会さえあれば、マシンじゃないですよ、

やる頻度に関して聞きたいんですけども、それをやろうと思えば、水をまこうと思えば、

いつでも自由にまけるという、水に関しては、そういう判断でいいんでしょうか。 

〇議長（須河 徹君） 教育長。 

〇教育長（林 秀貴君） 水源自体に限りがあるんで、水量というんですかね、やっぱり

渇水期なり、なんかといった時にはすぐにはまけない状況だったりするので、その辺のと

こは水量が十分にあるかと言われれば、そこは今のうちの取水箇所としてはないというこ

とでございます。また、ちなみに、ホースをつないでスプリンクラーを移動しながらやる

訳ですけど、大体、先ほど課長答弁したように朝方とか夕方にやるんですけど、日中まく

とレンズ現象で逆に芝が焼けてしまうという状況なんで、限られた時間になるということ

で言えば、大体コースのＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄあって、４分の１ぐらいが大体１日にまける量ぐ

らいなんで、そこは１周すると４日間なり５日間かかるというような状況です。 

〇議長（須河 徹君） 余湖龍三君。 

〇１番（余湖龍三君） 最速というか一番まいても４日に１回まかさるぐらいだと。そう

いうのが現状だと。４日に１回まいてくれればすごく良いんじゃないかと思うんですけど

ね。たくさんまけば。 

 またもう一つ、現状としてお聞きします。各コースの中に、訓子府は河川敷なんで丸太

と小さな樹木の障害物を置いているというのありますね。それとＡ・Ｂの真ん中の川の縁

にも小さな松とか植えているんですけども、ツツジとかね。あれが非常に枯れているのが

あるんですよ。現状として、コースのＣ・Ｄの方の中でも、最初は５本ぐらい並んでたツ

ツジがもう２本ぐらいしかないとかね。そこにある松があるんだけど、触るとフニャフニ

ャして根腐れでもう枯れてきていると。そういうのが結構たくさん見られるんですよね。

あれについては、分かっているなら、どのような原因か、分かっているなら教えてくださ

い。 

〇議長（須河 徹君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（山田洋通君） 今、コース内の低木の樹木のことでのご質問でした。現

在、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ、またＥ・Ｆにですね、コースの中に、いわゆる低い樹木、低木を植

栽しているという部分がございます。今、議員ご指摘の部分のことでいきますとＡ・Ｂコ

ースのところの中で、従来、植栽で木が植わさっていた部分が何本か枯れている。また枯

れたために抜かれているということでございます。現在ですね、この樹木の管理につきま

しても高齢者勤労センターの委託業務の中で剪定、また落ちた枝木などを拾ったりとか、

そういうことでの管理をしていただいています。ただ、当初Ａ・Ｂコースが開設された際

に植栽されたものにつきまして、一部、木が傷んで死んでしまったというところもござい

ます。このことにつきましては、一番のネックというのがプレーへの影響という部分でご
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ざいます。ですので、今プレーに支障がないように、ネットでの防御といいますか、そう

いったことを施しながら影響のない中でプレーを楽しんでいただくということでやってお

ります。 

 以上でございます。 

〇議長（須河 徹君） 余湖龍三君。 

〇１番（余湖龍三君） なぜ、枯れてしまうのかという話もあるんですよね。木ですから、

水をやって、芝とは違いますからね木はね。やっぱりそれも一つ私が聞いた話では除草剤

の関係でないかと言うんですよね。ですからコースの中じゃないとこに関しては結構除草

剤を使ってやっているとこがある。確かにコンクリのところとかはね、やってきれいにし

なきゃいけない場面もあるんじゃないかと思うんですけども、そういうのがやはりそうい

う木に影響するような除草剤の現状があるんじゃないかということも言われてますので、

そこら辺もちょっと考えてほしいなと思います。それで今、返答の中でプレーへの影響と

いうか、ことも考えた中で樹木とかネットの整備をしているということが現状だという話

ですけども、私は先ほども言いましたようにパークゴルフ場はパークゴルフをやって楽し

むんですけども、やはりその環境の良さにやすらぎとか楽しみとかを求めてるというか、

それを与えられるのがグリーンであれ、芝の良さであれ、そういう障害物の配置であれ、

木の樹木の剪定であれ、そういうものがトータルした中でいいパークゴルフ場だなと言わ

れる現状があるんじゃないかと思います。ですから今の訓子府のパークゴルフ場では、せ

っかく障害物というか、障害物として置いたのか、景観として置いたのか、そういう小さ

な樹木とか、それもさっき課長が言ったように、枯れたから抜いてしまう。抜いてしまっ

てあとはどうするんだ。やはり最初作った時の景観と変わってくることですよね。ですか

ら小さな木であれ、枯れてきたら替えていく、枯れて抜いたらまた替わりをするとかって

いうね配慮がやはり必要じゃないかと私は思うんですよね。ですからパークゴルフ場に関

して本当にパークゴルフを楽しむってことは、スポーツを楽しむってことにもなるし、健

康上もあるけども、本当にあそこに行って心が安らぐんだよというようなね、そういう必

要性の中でパークゴルフ場の整備っていうのは非常に大事なことなんですよ。私も今まで

現状について、どこまで把握されているのかなということでお聞きしましたけども、やは

りもう少しプレーする人の気持ちとして、どういうことを感じているのかを感じながら、

考えながら整備については考えてほしいかなということを考えます。それで現状はいいん

ですけども、現状はそういうことじゃないかと思うんで、芝や樹木の整備の体制はという

ことでお聞きしました。芝刈りは高齢者のセンターに頼んでいる。グリーン周りというか

ホールとかの設定はパークゴルフ協会。それで全体的な見回りといいますか、水をまいた

りとかそういうのはスポーツセンターの職員がやっているというような、３者がやってい

るというような返答だったと思いますけども、これはあれなんですかね、３者というのは、

一緒になって全体的な管理・運営に対する話し合いの場とか意見交換とかというのはやっ

ていらっしゃるんでしょうか。 

〇議長（須河 徹君） 教育長。 

〇教育長（林 秀貴君） 前段、樹木の関係のお話があったんですけど、私の方からお答

えさせていただきますけど、私自身も見て枯れている木もあるなというふうに感じている

ところでありますけど、その中で、余湖さんが言ったように除草剤を使っているのかどう
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かというとこまでは、ちょっと把握してないんで、管理としての適正というとこも含めて、

ちょっと内部的と高齢者勤労センターとも協議してまいりたいというふうに思っておりま

す。それと再三、余湖議員の方からパークゴルフをやる上では景観を重視しながらプレー

を楽しむんではないかというふうに、私自身もそう思いますし、プレーヤーとしては、仲

間、３人なり４人、時には１人の方もおられますけど、たいていは仲間とともにプレーを

楽しんでコミュニケーションをとりながら、いろんなことを話してプレーしていくという

ことが、このパークゴルフの一つの自然環境の中でというとこであるというふうに思って

いますので、それらの環境を維持していくために私たちもこの維持管理には努めなきゃな

らないというふうに思っているところであります。その中で樹木の配置でコースをつくっ

たときに配置しながら、私どものパークゴルフ場は河川敷地にあるということで平坦です

ので、そういった意味では、単調にならない難易度を上げるとか戦略的だとか楽しむとい

う意味も含めて樹木等については景観だけではなく、そういうプレーを楽しむための位置

付けというふうに私自身は思っていますし、それらがなくなっていくということはプレー

が楽しめなくなるということにもつながりますので、そういうとこが環境が失っていかな

いように樹木等に管理していきたいというふうに思っているところでございます。また、

特にパークゴルフ協会なり高齢者勤労センターとそれぞれの役割を持ちながら維持管理し

ていってる訳ですけど、その協議については、集まって春先とかそういうとこでは協議し

ながらやっていますし、今もそういういろんな支障がある時は３者が集まりながら、その

辺のとこの意見を交わしながら維持管理に努めているところでございます。 

〇議長（須河 徹君） 余湖龍三君。 

〇１番（余湖龍三君） 私も今回これを質問するにあたって、やはり私なんかは全然行っ

ていない方なんで、いつも行っている協会の方とか、なんとか会、かんとか会の方にお話

をお聞きしているんですけども、やはりそれぞれが思うとこがあるみたいで、いろんな意

見が出ますけども、一番はやっぱり芝なんですよね、芝がひどすぎると。それはそうなん

ですけども、ただ、今、教育長が３者の協議というのが行われているというお話もあった

んですけども、どうもあまりそこら辺がうまくいっていないんじゃないかなと聞いた話に

よりますとね。そこも大事じゃないかなと思いますね。ということはですね、芝を刈る人

は刈る。芝を刈っちゃいますね。プレーする人はグリーンはこういう感じだったらいいな。

ラフはこんな感じでいってほしいな。真ん中のコースのとこはこれぐらいに刈ってほしい

なと。そういう思惑もあるんですよね。ですから、水にしてもそうじゃないかと思います

ね。やっている方々がどういうふうに、もっと水まいてくれやと。そういう思いが持ちな

がら日々、訓子府のパークゴルフ場というのは、地元の方というのは、ほとんど毎日行く

んですよね。毎日午前中は本当に毎日行く人が何十人かいて、今よそから来る人が、コー

スの状態がこうだからっていう訳じゃないでしょうが、コロナだからという訳でもないと

思いますけども、本当に訓子府のパークゴルフ場は来る人が少なくなりました。よそから

来てくれる人が。この原因はやはり他のコースがきれいだからってのもありますが、やは

り訓子府の状態が悪すぎるというのが原因じゃないかというのが日頃使っている人のお話

ですけども、そんな中でやはり３者の協議をもっと綿密な中でやって運営していくような

体制がなければ駄目じゃないかと思います。芝の刈り方一つにしても、やはりパークゴル

フをやっている方というのは、いろんな会場を見ながら、これじゃ駄目だ、こういうふう
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にしてほしいんだというものがあるんですけども、刈る人は、ここんとことはこうやって

刈っておけばいいだろうと。思っているかどうかは知りませんよ。ただ、現実的にはやる

人の好みに合ってない刈り方というのが訓子府にはあるんだと。そこら辺のことを考えま

すと３者の協議とともに、草を刈る人はいつも高齢者の方が、決まった方が刈ってらっし

ゃるのかと思いますけども、少し勉強してもらうとかと、そういう機会を教育委員会とし

て与えてやる必要性があるんじゃないかと思うんですよね。本当に素人が、素人がと言っ

ては叱られるのかもしれませんが、あまりそれに適した刈り方のやってないとこがあるん

だとすれば、それに適した刈り方ができるような講習を受けてくるとか、どっか良いとこ

行ってきちんと１回勉強してきてもらうとか、そういうような必要性を感じるんですけど

も、いかがでしょうか。 

〇議長（須河 徹君） 教育長。 

〇教育長（林 秀貴君） 確かにプレーヤーの気持ちの部分と管理する側、あと教育委員

会ということでは、それぞれが３者の中でそれぞれの立場、管理をする中でやっている部

分ではないかとのご質問でございますけど、まず、例えば、プレーヤーもいろいろな気持

ちがありまして、例えば、芝が長いと球の転がりが悪いからもっと芝を短くしてくれとい

う方もおられるし、多種多様の中で、その中で適正な芝の状態というのをどうするかとい

うとこを見極めながらやっていかなきゃなんないというふうに思ってますし、特に芝刈り

の部分で言いますと高齢者の中で、今まで経験してきたものを専門な方がおられる訳では

ないから、それらを継承しながら、高齢者勤労センターにしても、なかなか人材がいない

という現状の中でありますけど、それらを何とか今、軽症しながらやっているというとこ

ろでありますので、より一層、プレーヤーの代表であるパークゴルフ協会や高齢者勤労セ

ンター、さらに教育委員会も情報を共有しながら、これかもやっていきたいと思いますし、

余湖議員からご意見のありました、そういうとこの専門業者からのアドバイスを受けなが

ら、そういうノウハウも含めた講習会などの参加についても今後検討してまいりたいと思

っております。 

〇議長（須河 徹君） 余湖龍三君。 

〇１番（余湖龍三君） 今の話はね、非常に大事な話だと思うんですよ。やっぱり芝を刈

る人がパークゴルフ場の芝どうやって刈ったらいいか、やっぱり分かってくれないと困り

ますよね。私も分かんないですよ本当のこと言うと。分かんないですけど、やっておる人

に言わすと、グリーンの回りはこうやって刈らなきゃいけないんだと。ラフの近くはこう

いうふうにしなきゃいけないんだと。向きはこうでなきゃいけないんだ。これは常識だと。

そういうことのやはり今やっている方が、それは自分たちの普通の草刈り、芝刈りだと思

ってやっている方もいるんだと思うんですけども、やはり知識が足りないんだと思うんで

すよ。そこんとこはね、やっぱり３者がやはり協議すれば、そういう議題をもって取り組

めば、意見が出て、それを取り上げて、一緒に話せば理解し合えるのか、それを中に入っ

て教育委員会がそれをうまく伝えてくれるのか、それはどういう方法があるにしろ、やは

りそこら辺のとこの取り組みというのは非常に必要じゃないかと思います。ですから、こ

れは勤労者センターで芝刈ってくれる方にやはり特別な計らいをしてでもいいからちょっ

と勉強してきてくれと。近くにいいパークゴルフ場たくさんありますし、そういう見る機

会というのはたくさんあるんで、やはりそこは教育委員会が中心になって、どういう形な
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のか、仕事として行ってもらうとかね、そういうような対応を取ってでも、やはりそこら

辺をきちんとしないことには良いパークゴルフ場にはならないんでないかなと一つ思いま

すんで、そのことについて、ぜひとも検討していただきたいんですけどいかがでしょう。 

〇議長（須河 徹君） 教育長。 

〇教育長（林 秀貴君） 高齢者勤労センターも開設以来、うちのパークゴルフ場の管理

をやられていて、人は変わりましたけど、それらの経験だとか作業内容とかを継承しなが

ら今もやっているというとこで、そういった意味では、うちのパークゴルフ場を一番熟知

して状況も分かっている人たちがやっていただいているという状況だと私は思っておりま

す。その中で維持管理が、今の状況が悪いのか、私自身は、そのことはあるかもしれませ

んけど、やはり一番の原因は自然環境の中で今この状態になったというのが一番だという

ふうに思っていますので、それらの例えば自然状況に応じた管理の仕方というとこをやは

りこれからは得ながら適正な管理をしていかなきゃならないというふうに思ってますし、

例えば、雨の状況を予測しながら、雨が降らない時の芝の刈りの長さだったり、散水の仕

方だったりとか、その辺も含めた中を３者の中というか、パークゴルフ協会も含めてにな

るかもしれませんけど、それらのとこも勉強しがらやっていきたいというふうに思ってお

ります。 

〇議長（須河 徹君） 余湖龍三君。 

〇１番（余湖龍三君） 整備の体制については、いろいろ考えていただきたいと思います。

それでなければ、やはり現状はそこら辺がうまくいっていないというのがあると思います。

実際にパークゴルフを訓子府でやって、中心になってやっている方々がそういう思いを持

ってらっしゃるので、そこら辺のとこはぜひとも検討していただきたいと思います。 

 それでは今後のことになるんですけども、やはり私はもう少し思いきってやってみる。

思いきってというか、大した金額じゃないですけども、お金をとってパークゴルフをやっ

てもらう施設として、訓子府のパークゴルフ場はありますので、やはりお金に見合ったと

言ったら、何もしなくてもいいのかなというぐらい安いですけども、パークゴルフ場はそ

んなものですけども、やはりもう少し来て３００円払って、いいパークゴルフ場に来たな

と思えるような施設整備を今後考えるべきじゃないかと思います。ですから本当にＤ・Ｃ

コースがはけが良すぎて駄目なら、１回がっちり土をもう少し、目土どころじゃない大土

入れて少し芝をまいて、きちんとやってみないかとか、だってＡ・Ｂにしたって、最初は

良かったんですから素晴らしく。それがやはり悪いとこが出てくる。土が固くなったりな

んだりするというのは、何かの方法があるんじゃないかと思います。それで特にＣ・Ｄに

ついてはもっともっと今は整備しなければ本当にできないんじゃないかと思います。です

から、今でも訓子府は合わせて６コースありますんで、本当にＣ・Ｄをそこまで大きく頑

張って補修しようとすれば１か月休む、１か月半休んでもいいんですよね。それでもいい

から、やはりきちんとした形でまとまった形でそこを補修する。良くするという気持ちも

必要じゃないかと思うんですけども、そういうことについてはいかが思いますか。 

〇議長（須河 徹君） 教育長。 

〇教育長（林 秀貴君） うちのパークゴルフ場が３０年経過して、先ほどお話したよう

に芝の種類も変わってきている状況の中では、それらを全面的にやるということになれば

大規模な改修事業が必要というふうに思っております。前段お話したように、うちの河川
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敷地にあるパークゴルフ場の条件というのはお話したとおりなんで、それらを改修するた

めには、そういう例えば表土厚を厚くするだとか散水の水の確保だとか、そういうとこも

含めた中でやっていかなきゃならないふうに思っておりますけど、何しろいろいろな部分

での事業費の問題だったり、その辺のとこもかかりますので、それらを今の現状の中でど

ううちのパークゴルフ場が皆さんに楽しんでもらえるようなパークゴルフ場になるかとい

うことを今後も検討してまいりたいというふうに思っております。 

〇議長（須河 徹君） 余湖龍三君。 

〇１番（余湖龍三君） もう決断の時期じゃないでしょうかね。いろいろ今まで考えてき

てくれたんじゃないかとは思うんですけども、今のＣ・Ｄコースの現状というのは本当に

どこかで決断して思いきった対策をとらなくてはいけないと思います。Ａ・Ｂコースにつ

いては、まだまだ土を柔らかくするとか、芝は結構いいんですから、あとはげた部分をど

うにかすればいいのかなというふうに思うんですけども、やっぱりＣ・Ｄコースについて

は、思いきった対応をとらなくては、やはりうちのメインの場所になるんじゃないかと思

いますんで、やはり思いきった対策をとって、でも、いろいろお金はかかる場面はあるか

もしれませんが、やはりパークゴルフの位置付けがどこにあるのかっていうのは分かりま

せんけども、私もまだパークゴルフが楽しいなと思ってやっていますし、そういう方がた

くさんいらっしゃいますし、パークゴルフ場がよければよそからの、一時、訓子府にはた

くさんの町外からのパークゴルフ場利用者というのは来てましたから、それがコロナの関

係と合わせた中でもやはり少なくなってきているのは間違いないですね。今年の４月のオ

ープン以来、５月の実績というのは本当にひどいんじゃないかと思いますけども、やはり

そこら辺のことも考えて、それはよそからお客さんを呼ぶだけじゃなくて、町内のパーク

ゴルフ愛好家の方にもやはりそういう良いコースの中で地元でやってもらう必要性という

のはあると思いますので、ぜひとも大規模な、どこまで大規模かは分かりませんけども、

それがどのぐらいかかって、どのぐらいなのかってことはまだ私は考えてませんけども、

やはり先ほど教育長も言いましたように、上の土をもう少し厚くしてでも芝のいいものを

きちんと合うものを張るとか、そこら辺のことを考える絶対的な時期じゃないかと思うん

で、予算のことはいろんなことでできるんじゃないかと思いますんで、ぜひとも考える前

向きなお答えをいただきたいんですけども、いかがでしょう。 

〇議長（須河 徹君） 教育長。 

〇教育長（林 秀貴君） パークゴルフ場が開設以来、うちのパークゴルフ場で、ピーク

のときは４万数千人あまりの利用者がいたんですけど、平成の終わりぐらいから令和に入

りまして、余湖議員おっしゃったようにコロナの影響もありまして、大体１万ちょっとぐ

らいな人数でここ何年間は推移している状況で、その中でなぜこういうような状況になっ

たという部分で申し上げますと、やはり高齢化が進む中でプレーヤーがいろんな多様な趣

味を持ちながらやっている状況の中でパークゴルフに限らずいろんなことの競技人口が減

っているのが現状の中でいるというのが今のパークゴルフのうちの町だけではない全国的

な問題にもなっているようなところでございます。その中でもパークゴルフの愛好者は

日々プレーを楽しみながらやっていますので、それらの楽しむパークゴルフ場という位置

付けでいけば、より良い、そういう芝生も含めた環境が良いのはもちろんのことでありま

すので、それらのことを含めて、今後ですね、どうこれからうちの町のパークゴルフ場が
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あるべきかというとこを含めながら検討してまいりたいというふうに思っております。 

〇議長（須河 徹君） 余湖龍三君。 

〇１番（余湖龍三君） 人が減っている。利用者も減っているのも現実です。しかし、そ

れは全体的な話の中でありまして、やはり訓子府にパークゴルフ場がある以上は、やはり

こんだけの利用実績があって、利用者も今いる以上は、やはりもう少し力を込めた改善を

するべき今は現状じゃないかと思います。今、最低の現状でないかと思いますので、ぜひ

ともそれは今後早い時期に対応をとるべきじゃないかと思いますので、ぜひとも検討して

進めていただきたいなと思います。それで、先ほどから言いましたように、やはり最低限、

今後パークゴルフ場を運営する以上、３者の協議というのをもっとやってください。３者

で足りなかったら、本当に日頃集まっている、パークゴルフをやっている団体の方のとこ

ろに行って「どうだい、どうすればいいんだい」って話聞いてみてくださいよ。やはりそ

の必要性もあるんじゃないかと思いますよね。ぜひとも、特にね、年寄りがやっています

から、口はうるさい、実績がある。そういう人たちばかりなんで、やはりもっともっと応

えていかなければいけないと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。すいませ

ん、教育長に質問でしたけども、最後にパークゴルフ場全体に関して町長の方から一言お

願いしたいんですけども。 

〇議長（須河 徹君） 町長。 

〇町長（菊池一春君） 私は素人ですから、意に沿えるかどうか分かりませんけども、３

０年前、恩田喜治さんと上野敏夫さんと３人で訓子府にパークゴルフ場を作ろうというこ

とで幕別町に行って視察してきたのが、事の始まりだったような気がします。それから３

０年たって、今、余湖議員からの意見を聞いたり、いろいろしてると、ああやっぱりもう

そろそろ寿命なのかなと。その適切な判断を誰がするのかと。協会でも駄目でしょうね。

やっぱり芝の管理をちゃんと診断してもらう。こういう作業をやるべきだと思います。も

う本当に教育委員会の職員は献身的に水をまいたり種をまいたりやってますから。その点

で言うとやっても意味がないのか、あるいは再生する可能性があるのか、こういったこと

をちゃんとやった方がいいって僕は聞いてて思いました。そうすると芝を全部張り替える

とどのぐらいかかるのかと。おそらく数千万ですよ。それだけの投資をして今、収入が１

３８万です。われわれが使っているのが４４０万。ギャップすると３００万ほどの持ち出

ししているんですけど、さらに千万単位の投資をして芝の全面張り替えとか、そういった

大掛かりなことをやるべきかどうかという判断を余湖議員指摘のとおりやった方が良いと

聞いてて思いました。コロナ禍の時にはほとんど使用してなかった訳ですから、１年間休

むとかですね、半年休むか分かりませんけれども、その時期はほかの町に行ってもらって

練習してもらうとか、あるいはプレーしてもらうといったことも含めてですね、行政的な、

あるいは議会のご意見もいただきながら、判断をしなきゃならない時期にきていると。そ

れは正しい状況を把握するっていうことでないかなというふうに思います。芝が長いか短

いのがいいかという以前の問題として私はあるんじゃないかなと思います。そんなことで

教育委員会でそういう議論の中で町として予算措置がということであれば、今後議会とも

相談しながら、これらの対応に前向きに検討していきたいと思います。 

〇議長（須河 徹君） 余湖龍三君。 

〇１番（余湖龍三君） お金の話をすると費用対効果どうのこうのって話になりますけど
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も、やはりこれは費用対効果で済む話ではないので、ぜひとも何千万円かけるのがいいの

か、何百万で終わらせれる方法があるのか、そこら辺も今後話し合った中で、話を進めて

今後の方向性を出してください。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 以上で一般質問を終わります。 

〇議長（須河 徹君） 町長。 

〇町長（菊池一春君） もう一つですね、水をまく位置、引っ張る区域って限られてる訳。

水利権のないところっていうのは盗水になるから苦労している。これは今、行政改革とか

いろんな状況の中でいつまでそういう権限を河川事務所や開発が持っているのかというこ

とも検討しなきゃならない。状況によっては、確かＣ・Ｄコースは開発で整備したはずな

んです。といったことも含めてですね、トータル的に診断と今後の対応についてのことを

やらなきゃならないなと僕は聞いてて感じましたので、できるかどうかは別ですよ。話し

合いを関係行政機関に持っていくということもあるなと思いました。 

 以上です。 

〇議長（須河 徹君） 余湖龍三君。 

〇１番（余湖龍三君） まだ１分あります。水の話、本当に私もそこまで聞きたかったん

ですよね、先ほど質問した時には自由に水を出せるというようなお話の中ですんだもんで

すから、それ以上は言えなかったというのが現状ですけども、本当に頑張ってください。

よろしくお願いします。 

〇議長（須河 徹君） １番、余湖龍三君の質問が終わりました。 

 ここで午後２時１０分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時 １分 

再開 午後 ２時１０分 

 

〇議長（須河 徹君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

 次は、２番、西森信夫君の発言を許します。 

 西森信夫君。 

〇２番（西森信夫君） ２番、西森です。通告書により一般質問を行います。 

 次期町長選挙の対応は。町長にお伺いをいたします。 

 世界中を震撼させた新型コロナウイルス感染症がやや落ち着く中にあり、大国による一

方的な攻撃により戦火に包まれているヨーロッパ地帯の現状を抱えている昨今である。そ

れら諸状況による燃料高騰、輸入諸材料費の高騰、生活費物価の高騰など、われわれ庶民

の日常生活において、暮らしづらく、我慢、耐える時代が訪れようとしているとも思われ

る。 

 さて、町政執行４期目最終年次を迎え町政執行の基本理念および基本姿勢についての自

己評価。来年度は、地方統一選挙の年であるが、次期町長選挙の対応につき伺いたい。 

 １、出馬の意思は。 

 ２、後継者の指名は考えているか。 

 ３、４期までの自己評価は。 

 お願いします。 
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〇議長（須河 徹君） 町長。 

〇町長（菊池一春君） ただいま「次期町長選挙の対応について」３点のお尋ねがありま

したので、お答えをさせていただきます。 

 １点目に「出馬の意思は」とのお尋ねがございました。 

 私は平成１９年５月以来、町民の皆さま、議員各位のお力添えをいただき町政運営を担

わせていただいており、４期目がスタートした時点で、最終章と気持ちを述べさせていた

だきました。現在は４期目の集大成であります令和４年度の各施策の推進にまい進してい

る最中であり、次期出馬については、何ら決断していない状況でございます。 

 まずは、残された１０か月足らずの任期を町政の課題解決と町民の福祉向上のために全

力を投じてまいりますので、引き続き、ご理解とお力添えを賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 私の次期町長選挙への意思については、しかるべき時にご報告させていただきますので、

ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 また、このような理由から、２点目の「後継者の指名は考えているか」との質問につき

ましても、同様に、現在のところ何ら決めていない状況でございますので、ご理解を賜り

たいと存じます。 

 ３点目に「４期までの自己評価」についてお尋ねがありました。 

 私は平成１９年５月に「みんなで創る『訓子府の元気』～できるところからすぐ実行～」

「９つの緊急提言と２つの約束」を掲げ１期目がスタートしました。２期目の「訓子府の

元気、新しい『７つの約束』」、３期目は「すべての町民にやさしいまちづくり『子どもた

ちの笑顔が輝く町』」を掲げ、現在の４期目は「すべての町民にやさしい町づくり最終章」

として多くの課題に、全力を尽くして町政の執行にあたってまいりました。現在もまい進

中でございます。 

 これまで、多くの施策を掲げ、そのすべてが重要な施策であったと認識しております。

また、おおむね取り組むことができたと思っております。 

 主な取り組みですが「住民自治の推進」「開かれた行政」「町民と行政の協働のまちづく

り」「財政の健全化」「自立した町づくり」「地域経済の活性化」「福祉と教育の充実」「防災

への備え」「人口減少対策」「姉妹まち交流」など全方位の町政執行にあたってまいりまし

た。 

 まず、住民自治の推進では「町民こそが主役」を基本理念として町民のまちづくりの参

画を推進してまいりました。 

 また、就任当時、国は、地方に対する財政の締め付けを強めており、地方財政は大変厳

しい環境にありましたが、訓子府町も例外ではなく、自立の道を歩み続けるために町民の

皆さまのご協力を得ながら財政健全化に取り組みました。 

 地域経済の活性化では、農家の皆さんが誇りを持ち、安心して生産に励むことへの支援

や地域を支える商工業の振興・発展を目指し、特に基幹産業の農業では、農業基盤整備事

業の積極的な推進と農業者をはじめ関係機関のご協力によって、高い農業粗生産額が維持

されております。 

 教育・子育て分野では、教育の町訓子府にふさわしい施策を数多く推進し、子育て世帯

が子どもを安心して生み育てることができる環境整備に取り組み、町外から子育てするな
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ら訓子府だと移住された方もいるほどでございます。 

 そして、福祉分野では、高齢者や障がい者が安心して暮らせる地域医療、介護、そして

保健福祉の充実が図られたと考えております。 

 いずれにしても、事業の実施にあたりましては、多くの町民、関係者の方々から多様な

ご意見や議会での活発な議論とご理解を経て実現させていただいたものです。 

 しかし、課題も山積しております。公共施設、インフラの老朽化に伴う維持補修の対応

や高齢者福祉対策、人口減少対策など一朝一夕で解決できない課題を含め、その他に在任

期間中も新たに顕在化した社会的な課題にも対応していく必要があります。 

 これらの課題に向き合うにあたっては、町民の皆さまのご意見を伺いながら、行政も知

恵をふりしぼり、さらなる訓子府町の発展と住みやすい町づくりにつなげていく必要があ

ると考えております。残された任期中、力の限り全力で町政の執行にあたってまいりたい

と思います。 

 以上、お尋ねのありました３点につきましてお答えをいたしましたので、ご理解賜りま

すようお願いいたします。 

〇議長（須河 徹君） 西森信夫君。 

〇２番（西森信夫君） ただいま、町長から答弁をいただきました。次期出馬については、

何ら決断していないという回答をいただきました。まだ１年を残している時期ということ

もありまして、まだ腹の中で決まっていても、なかなか表現できなのかなという感じもし

ますが、まず、この件に関しましては、多くの町民の関心事であります。次期町長は菊池

町長は再度挑戦するのか、また勇退するのか、非常にどうなんだと。非常に顔を合わせる

とそういう話が持ち上がるという時期でございます。ただ、いつまでもやってほしい、ま

だやってほしいと思われる人もいれば、もうそろそろ代わってもいいんじゃないかと思わ

れる人もいる。そして、町長の年齢、それから体調やいろんなことを考えて、いやもうい

つまでも迷惑かけるべきではないと言う町民の方もいられる。最終的にこれを決めるのは

本人ではなかろうか。かように思うところであります。また町長の表明がない中での次の

世代が出馬できない現状が出てくるということにあります。特に、役場の職員あたりは現

職の町長が表明をしない中では、なかなか自分が出ると。これは表明できない状況にある

と。ただ、町民には選挙の選択の機会というものがありまして、やはりこの町民に選挙で

町長、長を選ぶ機会を与えるべきではないかというふうに私は考えます。この件について

お尋ねをいたします。いかがですか。 

〇議長（須河 徹君） 町長。 

〇町長（菊池一春君） 公私にわたって、私への期待、あるいは、そろそろもういいじゃ

ないかといろんな人たちが我が家に来たり、あるいは職場でも話をしたり、町でうわさに

なっているということもお聞きしています。議員ＯＢの代表からも今の町民の一番の関心

事は町長の進退だと。これについて、はっきりしてくれという話もあります。そういう意

見が出ているという点では、まさに町民のものだという町政が大変いい状況ではないかな

と私は思っています。憲法の前文に政治は何人たりとも性別、考え方、年齢、健康、いろ

いろあるでしょうけども、問わず、誰でも立候補する権限があるんだということを憲法の

前文にうたわれております。これは国政選挙だけではなくて、われわれの町長も町議会議

員もそうではないかと。もし職員の中で志がある者があるんであれば、ぜひ私の意思が決



 - 35 - 

定する前でも、あるいはその後でも構いませんけども、自らの志をはっきりさせるべきだ

というふうに思います。現時点では私はこういった状況について、後援会とも何も相談し

ていませんし、今後のことについては、まだ白紙だというふうに捉えていただいていいと。

しかし、状況的に言うと年内には自分の進退について、明確にしていく必要があるんだな

と考えておるとこですけども、これとて政治は水物です。ご理解をいただきたいと思いま

す。 

〇議長（須河 徹君） 西森信夫君。 

〇２番（西森信夫君） ただいま、町長の方から若い人が表明しない中であっても、やは

り立起表明する意思があればした方が良いという声をいただきましたが、私は約１年切っ

てますが、１２月定例会、今年の末ぐらいでは、仮に出ようとする人が準備をする期間が

ないと。準備ができないというふうに思います。自分も選挙戦、２回戦いましたが、非常

に準備期間というのはかかります。１年ぐらいかかります。そういうことがあって、町長

にお伺いをしている訳ですが、まず次世代につながる若者のリーダーを育てる責任がわれ

われにもあるんでないか。次の訓子府を担ってくれるリーダー。やっぱり若い人から出し

ていくべきではないかというふうに私は考えますが、この点も１点、町長に聞きたいと思

います。 

〇議長（須河 徹君） 町長。 

〇町長（菊池一春君） まさに町民の選択は選挙によって行われるというのが事実であり

ます。私も今から１６年前の平成１８年の末に退職願を出しました。そして、選挙戦にな

るかどうか当時分からなかったんですけど、いずれにしても、どんな状況であっても町民

のために心血を注いで、命を懸けて町政に当たりたいという思いから立候補いたしました。

そのぐらいの志のないものがどうして次の選挙やれるかっていう、頑張ってほしいと逆に

思いますので、ご理解ください。 

〇議長（須河 徹君） ここで質問者と町長に申し上げます。 

 議長の発言の上、挙手を願いたいと思います。 

 西森信夫君。 

〇２番（西森信夫君） 今、町長から答弁をいただきましたが、先ほどの答弁の中で後継

者を考えているかという質問の中で、次期出馬については考えていないので後継者も考え

ていないという話も出ました。ただ、後継者指名というのは、世間一般であまりある話で

はありません。次私がやめるから次誰にするよっていう話はなかなかないんですが、菊池

町長は非常に４期町長として非常にたくさんの事業、いろんなことをやっていただきまし

た。そして有能な数多くの職員と仕事をしてきたと思います。その中でこの人物は将来町

政を担わすことができるっていうふうに考える人物がいるんじゃないか。それから後継指

名をするしないは別としまして、町民側から見れば役場職員の一人一人の能力をおしはか

ることはまったくできない訳ですが、町長の目から見て、やっぱり職員を見た中で、将来

この人間は町長候補になるんじゃないかと考えられる人はいたのかどうなのか。考えられ

るのかどうなのかを一つお伺いをしたいと思います。 

〇議長（須河 徹君） 町長。 

〇町長（菊池一春君） 私の姿を見て反面教師と考える職員もいます。あるいは町長に続

きたいと。あるいは町長を超えたいという人もいて当然だと思います。これズラーっと見
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てですね、どなたが立候補しても私はできると思います。超えれるかどうかというのは本

人の志と実行力、そして学習、理論性の問題だというふうに思います。現に私のところに

私の向かいに座っている皆さん方の中に町長を出したいという、そういう声もありますか

ら、ぜひこれは私が誰々ということではなくて、その心意気と志を持ってチャレンジして

ほしいと願うばかりです。 

〇議長（須河 徹君） 西森信夫君。 

〇２番（西森信夫君） 町長から次期出馬について、何ら決断していないという中で質問

を続けるのは非常につらいんですが、それでも準備してきてますし、やっぱり町民の方も

聞いていられると思いますんで、続けて聞きたいなというふうに思います。 

 自己評価も先ほど町長からいろいろたくさんこうやっていただいたという評価をいただ

きました。まずは私から見た菊池町長４期の件についてお伺いをしますが、まだ町政にこ

う非常に４期にわたって町政に波風を立てなかったと。世の中の移り変わりに非常に敏感

に町政の舵取りをしてきたんじゃないかと。時代に即した行政運営をされてきたというこ

とに対しては非常に敬意を表したいというふうに思います。 

 また特にこれ目立ちますが、老朽化した各施設、この建て替えを次々とやったと。これ

は賛否両論こう伴いましたが、まず一番目に付いたと。これがあります。これは時を経た

というタイミングで道や国の制度資金を使って補助率が非常に高い、町の行政財政に非常

に急激な負担のかからないような工夫と町民のサービスに努めたということは非常に敬意

を表する点であります。これに関しては町民の中には非常に賛否がありまして、なかなか

現状を理解していただけないところがあるというふうに思いますので、あらためて私から

この場所で申し上げてみたいなというふうに思います。 

 またですね、町民の声に対して真摯に聞く耳を向けて取り組み姿勢が非常にみられたと。

特に、これは私が何回か一般質問しましたが、へき地にあって光回線においては非常に尽

力を尽くしていただいて、国の制度にのせていただいたということに関しては感謝をした

いというふうに思います。 

 これまでの私が申した件に対しての町長の見解、ひとつお伺いしたいと思います。 

〇議長（須河 徹君） 町長。 

〇町長（菊池一春君） 私がやってきたことについての主な内容については、冒頭の発言

の中でさせていただきました。また明日、山田議員からさらに詳しくいろいろな質問があ

るようですので、それらについても真摯に答えていきたいと思います。ただ、今、西森議

員が言われたことは、やっぱりご理解いただけなかった部分もあるんじゃないかなという

ふうに思いますけども、私は今、補助金やそういったお金が大変厳しい状況の中で可能な

限り、各関係機関に働きかけながら、今までのいろんな仕事をさせていただいたと。その

象徴が最後の消防庁舎でなかったのかなというふうに思いますし、光ファイバもそのとお

りであります。特に意識したのは、選挙後遺症を残してはならないということです。かつ

て政争の町訓子府と言われた中で何派、何派ではないんですけども、あいつは何を推した

とか、こうしたとか、そんなことはどうでもいい話です。町民がこの人と思って負託をし

た行為をきっちり受け止めて、相手候補に投入した人もそのことについてもちゃんと受け

止めながら、私は職員に対しても住民に対しても決して差別したり、私にいろんな声をか

けたから優遇するとかということはやってはいけないことだというふうに自分に言い聞か
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せながら、前へ進んできました。ともすると私の後輩の南富良野の町長は逮捕されました。

業界からお金をもらったり、そういったことはやってはいけないし、職員を苦しめてはい

けない。その点でいくと関係機関や関係の職種からお中元、お歳暮なんかも私はいただい

ておりませんし、公正に町民の福祉の向上のために全力で向き合ってきたというのが本音

でございますので、ここのところはこれからも残された１０か月間、全力でまとめ上げて

いきたいというふうに思います。 

〇議長（須河 徹君） 西森信夫君。 

〇２番（西森信夫君） ただいま町長から答弁いただきましたが、まだまだ質問はあるん

ですが、明日また別の角度で別の議員が町長に対して質問があるということでダブると申

し訳ありませんので、方向を変えていきますが、あと何点かお伺いをしますが、まず一つ、

これ経済育成、産業育成ですね訓子府町の。や商店の活性策、また道の駅、これ何回か一

般質問もしましたが、道の駅や特産物の売り込み、これは４期、町長やっていただいた中

で、ちょっとおろそかではなかったのかなと私は思います。今ある訓子府の産物、これを

やっぱり有利に打って出る。訓子府の特産物を発掘の努力がやっぱりあってもよかったの

か、その道筋をつけてほしかったなと。まだ１年ありますから、何とかそういう方向性を

作っていただければなというふうに思います。そのほか、まだまだこれもやりたい、これ

もやっていない、まだやり残しているということは、たくさんあると思います。ただ、す

べてをやりつくすことはできないというふうに思いますし、また、すべてをやりつくすの

ではなくて、次の世代のリーダーに託すのもやっぱり現執行者、菊池町長の努めではない

のかなというふうに思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（須河 徹君） 町長。 

〇町長（菊池一春君） おそらく、今、西森議員が言われた道の駅の問題、物販の、ある

いは宣伝等々含めて、なかなか思うようにいかなかったというのは、そのとおりです。真

摯に受け止めたいというふうに思います。東京くんねっぷ会、札幌くんねっぷ会も今、コ

ロナの関係もありますけども、休止状態であります。何かを一つのきっかけとして、そう

いったことをやっていかなきゃいけないと思いますけども、残念ながら具現化するには至

りませんでした。 

 それから、道の駅構想でいきますと、やっぱり行政がうんぬんよりも情勢が住民の方が

中心になって、それを支えて発展させていくということのベースが私どもの町のは残念な

がらまだまだ次のステップを決断するまでには至っていなかったと。今、日曜日でしょう

か、駅の活性化センターというか、あそこで週１回の販売をしています。これは西森議員

も関わっていることでしょうけども、やっぱりその難しさ、人を雇ってまでやれるだけの

益を生むことができるかどうかというと、規模と場所とその実行主体をどうするのかとい

う点では非常に悩みましたけども、残念ながら一歩を踏み出すことはできませんでした。

今後に期待したいというふうに思います。さらに私のやり残した点で言うとたくさんあり

ますけども図書館です。住民の代表から図書館の建設を答申いただきながら、優先するス

ポーツセンターや消防の庁舎を手がけました。これは次の方が図書館は文化の拠点として

執行するかどうかということも決めていかなきゃならん。私がもしその任になったら必ず

図書館建設を全面に掲げていこうと思っています。 

 医療費の高校生までの無料化です。これについても中学生までということで何とか義務
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教育ということをあれしましたけど、今の財政の状況で、今、財政の活性化プランと言い

ましょうか、それをやっている状況、それを見極めながら次の医療費の高校生までの無料

化、あるいは本当は給食費までと私は考えていましたし、奨学資金の返済をしなくてもい

いような状況をどうやってつくるのかと。こういったことの課題は山積だと思います。全

部やるったら私は５期か６期やらなきゃ駄目でしょ。その点では、１人の町長の限界が出

てきていると思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（須河 徹君） 西森信夫君。 

〇２番（西森信夫君） 今の町長の答弁の中で道の駅構想の話が出ました。何回か、２、

３回こう私も質問したと思いますが、訓子府ほどいい位置にあって、道東のいい位置にあ

って、観光客が道東観光に来た観光客が訓子府に高速で来て、訓子府の物産、道東の物産、

それからオホーツク海の物産を一手に売り、ここで活性をさせるということが非常に私も

夢でした。ただ、この先ほど町長が行ったように行政レベルではできない。これはね、や

はり町長の言うとおり、行政がいくら、それをお膳立てしても、やはり行政でやることは

できない。だから先ほど町長の答弁を聞いて、やっぱりわれわれもやっぱりお膳立てとい

うか、ここまでやったんだからあとは行政が国につないで何とか道の駅をたててくれとい

うような方法ができなかった。われわれにもやっぱり非常にぬけていたところがあったな

というふうに反省をしました。それから医療費の高校生までの無料化、これに関してはや

っぱり町長の言われるとおり、子どもは宝で減っています。ぜひ地域にいる子どもたちが

地元に残るように高校生までぐらいは医療費の無料化をすべきだと私も思います。また図

書館。これは従来、町長がずっと言い続けてきたスポーツセンターよりも図書館だと言っ

てましたが、ここにきて図書館をどうしたらいいのかという論議はこれからまたすぐ起き

てこようかと思いますが、役場庁舎が非常に広く余っておりますので、役場庁舎の１階か

２階を図書館にして、やっぱり町民が役場に集って図書館に入ると。これが今のところで

は私はいいのかなと思いますが、非常に町長がヒントをくれました。これも町長が非常に

こう菊池さんがやればまだまだやっていただけるんだろうなという事業ばかりです。ただ

ですね、今期終了まであと１年弱となりましたが、本町もやっぱり人口減、それから先ほ

ど町長言われましたようにライフラインが非常に老朽化して補修やライフラインの充実が

求められてきます。さらには将来に向けた産業育成や第６次の訓子府町総合計画も視野に

入れ、町長としてやっぱり残された期間、手腕を発揮していただかなければなりません。

まず健康に気を付けられて、町民のため、まちづくりに努めていただくことを願いつつ、

私の質問はこれで終わりたいと思うんですが、最後に町長の答弁をお願いをしたいと思い

ます。 

〇議長（須河 徹君） 町長。 

〇町長（菊池一春君） 町民の命と暮らしに向き合うということが私自身の政治的な生命

力だというふうに思っています。その点で言うと医療費の無料化もそうですし、前の議会

でも質問がありましたパートナーシップ制度、同性愛の問題等々にどうやって向き合うか

とか。いろんなこれからの現代的な課題として向き合わなきゃならないような課題という

のはたくさんあります。これらを避けることではなくて、やっぱり受け止めながら、前へ

進んでいくべきではないかなというふうに思います。思い出すとスノーマーチ、今、シス

トセンチュウが発生しています。農業試験場の抵抗品種でスノーマーチを栽培し完成しま
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した。私どもの生産者がスノーマーチの生産拡大と焼酎の訓粋を１０年間、必死になって

販売し、一定の成果を得たとこでございますけども、やっぱり農業の多面的で多様な可能

性というのは私はあるんではないのか。そこは加工だとか何かも含めてですね、これから

もっともっと積極的に推進していかなければならないことだと思えてなりません。まだや

り残したことはたくさんありますので、とにかく今年の予算措置に盛られたことをですね、

全力でやり遂げるということでないかと考えております。 

〇議長（須河 徹君） 西森信夫君。 

〇２番（西森信夫君） いろいろ聞き、町長から答弁いただきましたが、最終的には次期

出馬については、決断、まだ何ら決断をしていないという１点で終わってしまいますので、

来年の４月まで任期、今の４期目でありますから、ぜひとも町民のために最後４期目、最

後大変こう大変な仕事になろうかと思いますが、将来につながるような、町民の生活のた

めにお力添えをいただきたいと思います。私の質問はこれで終わります。 

〇議長（須河 徹君） ２番、西森信夫君の質問が終わりました。 

 ここで午後２時５０分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４２分 

再開 午後 ２時５０分 

 

〇議長（須河 徹君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

 次は、５番、西山由美子君の発言を許します。 

 ５番、西山由美子君。 

〇５番（西山由美子君） ５番、西山です。通告書に従いまして、町長に質問いたします。 

 今、世界には、いくつの国があるんだろう。そんなことを思い調べてみましたが、日本

が国家として承認しているのは１９５か国だそうです。ですから日本を含めて１９６か国、

そしていまだに平和に向けた解決がされず、継続している民族や国の紛争は５６あるそう

です。世界中が平和になるように願って一つ目の質問に入りたいと思います。 

 １点目、ウクライナ避難民の本町受け入れの考えは。 

 日本から約９千ｋｍ離れたウクライナは、人口４千万人を超え、面積は日本の１．６倍

です。 

 豊かな穀倉地帯が広がり、国土の７割を農地が占め、日本の１２倍だそうです。のどか

なイメージのウクライナが２月２４日、ロシアの軍事侵攻、侵略で一転し、３か月が過ぎ

ました。その日まで平和だった人々の日常は破壊され、５００万人以上が国外に避難して

いると報道されています。日本も準難民制度の創設を検討していて、現在ウクライナ避難

民を特例的に受け入れており、千人を超えたと聞きます。 

 道内の自治体でもわずかですが１３人の受け入れがなされていますが、戦闘が長期化す

れば増える可能性があり、本町の子どもたちに平和へのメッセージを示すためにも、町長

の受け入れの考えを伺います。 

〇議長（須河 徹君） 町長。 

〇町長（菊池一春君） ただいま「ウクライナ避難民の受け入れについて」のお尋ねがあ

りましたので、お答えいたします。 
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 まずは、今年２月２４日から始まったロシアによるウクライナ侵攻によって犠牲となり

ましたウクライナ国民の方々に深い哀悼の意を表するものでございます。 

 一般市民を巻き込んだ今回のロシアの国際秩序を乱す蛮行は決して許されるものではあ

りません。１日も早い平和的解決に向け日本をはじめとした各国政府の外交努力に期待す

るものでございます。 

 ロシアによる３か月以上に及ぶ無差別的な攻撃によって国外に避難したウクライナ人は

７００万人に達すると報じられており、日本にも５月中に千人を超え、北海道には道が把

握しているところでは、５月末現在で１４人の方がウクライナから避難されているところ

でございます。 

 このような状況から、北海道ではウクライナ語やロシア語に対応した「ウクライナ関連

ワンストップサポート窓口」を設置し、包括的な支援をしているところでございます。 

 本町においては、北海道と連携をしながら、協力を求められれば、もちろん人道的な見

地から支援は惜しまない考えでございます。ただし、ウクライナ語やロシア語を話すこと

ができる人材が近隣では極めて少なく、就労支援・生活支援など、避難してくる方への十

分なサポートをするためには大きな課題があることも事実であります。 

 いずれにしても、今後の状況を注視しながら、必要な協力をしてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上、お尋ねについてお答えいたしましたので、ご理解を賜りますようよろしくお願い

いたします。 

〇議長（須河 徹君） 西山由美子君。 

〇５番（西山由美子君） 実は４月のはじめころだったと思います。町民の方から相談し

たいことがあるということで会ってお話を伺いました。女性の方ですが、ちょうど４月の

はじめといいますと侵攻がはじまって１か月半、もう毎日のようにウクライナの人たちの

悲惨な状況がテレビから映し出されて見ているのもつらくなるような日々が続いていたこ

ろだと思います。その方もやはり何とか微力ながら自分も何かをしたいとずっと考えてい

たけれども、わずかなお金を寄付しても、それが軍事費に回されたり、届かなかったりす

ることが切ない。それで訓子府の町にこののどかな農村に１人でもいいからウクライナの

人を受け入れることはできないんだろうかって、そういうご相談でした。多分私が議員と

して自分の考えだけで、この質問に立つことは多分なかっただろうと思います。その方の

思いをどこでどういうふうに町に聞いたらいいのかというとやはりここに立って首長の考

えを聞くしかないだろうなと思って質問に組み入れました。再質問ということにはならな

いのかなと考えていましたけど、その方の話を聞いていて私自身がその後考えたことは、

例えば、今、苦しんでいるのはウクライナの主に女性や子どもたち、それから高齢者の方々

かなと思うんですが、もし１人でも子どもたちが救われるならと考えた時に、訓子府の町

には小さな小さな居武士小学校があります。先生方の住宅も二つ空いています。そんなこ

とを考えて、現実的ではないかもしれない。確かにロシア語とか分かる人もいないかもし

れない。じゃ私たちがウクライナ語を学んでいけばいいんじゃないかななんて安易な考え

かもしれませんが、その小さな小学校なら異国から来た子どもたちもきっと居武士の小学

生たちは優しく迎えてくれるのかなって、そんなことを考えたんですが、そのことに対し

てだけ一つ再質問をさせていただきます。 
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〇議長（須河 徹君） 管理課長。 

〇管理課長（高橋 治君） ただいま、西山議員の方から、ウクライナの子どもたちが居

武士小学校で受け入れができなだろうかというようなご質問だったかと思います。文部科

学省や道教委なりからは通知が来ておりまして、何かそういう受け入れができるようであ

れば市町村でも受け入れ態勢を行ってほしいというな文書がきております。現実問題は別

として、何らかの形でそういう事態があったらですね、努力はしなきゃならないかなと思

っておりますので、ご理解ください。 

〇議長（須河 徹君） 西山由美子君。 

〇５番（西山由美子君） 唐突に教育委員会の方に聞いてしまいまして申し訳ありません。

この問題については、町長のお考えも聞きましたし、現実的にはもう状況も見ながら判断

していくしかないのかなと思います。ただ、よく町の回答の中に他の町の動向を見てとか、

様子を見てということはよく言われますが、平和に関する理念をお持ちなら、やはり状況

を考えて、良いことは手を挙げていただきたいなと、ただそういうふうに気持ちの上でも

思っておりますので、その一町民の方の気持ちも組み入れながら今後の成り行きを見て判

断していただければなと思います。 

 それでは、次の質問に入りたいと思います。 

 二つ目の質問は「空き家バンクの活用と空き家対策の進め方を問う」です。 

 本町の今年３月末の人口は４，６８８人と半年前の調査より７３人減少しており、緩や

かとはいえ、令和元年に策定した人口ビジョンどおり下降の一途です。本町の持ち家率の

調査は平成２７年の国勢調査ですが、高い本町ですが、特に高齢者の持ち家率は９１．３％

ですから、人口減により今後空き家が増える心配があります。これまでの空き家バンク制

度の活用と本年度からの空き家対策の進め方を問いながら、少しでも人口減の歯止めとな

るような施策を伺います。 

 １点目、平成２７年度開始から現在までの空き家バンク登録数と活用状況は。 

 ２点目、本年度から５年間の空き家等対策計画が策定されたが、具体的な取り組みは。 

 ３点目、空き家を賃貸、お試し暮らしとして移住・定住目的のＰＲ活用できないか。 

 以上、３点伺います。 

〇議長（須河 徹君） 町長。 

〇町長（菊池一春君） ただいま「空き家バンクの活用と空き家対策の進め方」について

３点のお尋ねがございましたので、お答えいたします。 

 １点目に「平成２７年度開始から現在までの空き家バンク登録数と活用状況は」とのお

尋ねがございました。 

 これまで空き家を買いたい、または借りたいと登録された人が１１３人。うち購入また

は賃貸が決定した人４１人、登録から５年を経過した人２４人の合わせて６５人が登録を

抹消し、現在の登録者数は４８人となっております。 

 一方、空き家を売りたい、貸したいとして登録された物件が６１件、内訳は空き家活用

定住補助金を活用して売買されたものが３６件、補助金の活用をせず売買されたものが１

０件、賃貸が６件、売買や賃貸をせず何らかの事情で登録を抹消したものが８件、そして

現在登録されているものが１件となっています。 

 ２点目に「本年度から５年間の空き家対策の計画が策定されたが具体的な取り組みは」
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とのお尋ねがございました。 

 近年、全国的に少子高齢化や過疎化の進行によって、空き家等が増加しており、その中

でも適切に管理できていないものが衛生面や景観面および保安面で地域住民の生活環境に

影響を及ぼしており、本町においても同様なことが懸念されることから、昨年度末に今後

の町営住宅整備のほか、全町的な住宅施策のあり方について定めた「訓子府町住宅施策推

進方針」とあわせて「訓子府町空家等対策計画」を策定したところです。 

 具体的な取り組みについては、計画と連動する形で今年度から「訓子府町不良空き住宅

等除却補助事業」を開始いたしました。また、今年度は補助事業によって町内全域の空き

家調査を実施し、所有者の意向把握や建物不良度判定結果をデータベース化することにし

ております。調査結果を受けて、補助制度の拡充や新規事業の策定などの必要性および近

隣市町村の状況も勘案しながら検討し、今年度末に計画を改定する予定としております。 

 ３点目に「空き家を賃貸、お試し住宅として移住・定住目的のＰＲ活用ができないか」

とのお尋ねがございました。 

 ２点目でも答弁しておりますとおり今年度、町内全域の空き家調査を実施し、その空き

家をどのように活用できるか協議していきたいと考えております。その中でお試し暮らし

や二地域居住など移住・定住につながる施策についても検討していきたいと考えておりま

す。また、東京や大阪などで開催される移住交流フェスや移住相談会など移住を希望する

方のニーズ把握にも努めていきたいと考えております。 

 以上、お尋ねのありました３点につきましてお答えいたしましたので、ご理解賜ります

ようよろしくお願いいたします。 

〇議長（須河 徹君） 西山由美子君。 

〇５番（西山由美子君） 平成２７年からずいぶんとこの空き家バンク登録数、または、

ずいぶんと町民の方、それから町外の方にも活用されたんだなということがよく分かりま

した。私、その空き家バンク制度が開設された翌年だったと思うんですけども、６月に同

じような空き家バンクの効果と課題について、質問したことがあります。その時にもう既

にその前の年の７月に創設して１年がたった時点で空き家の登録件数が７件、それから住

居を求められている方の登録が１３件ありました。だからこの空き家バンク制度がやっぱ

り町民にとってすごく求められている時期だったのかなという、そんな気がしておりまし

た。その時も課題に向けた今後の取り組みという質問の中で回答いただいたのが、やはり

１年が経過して空き家の登録件数が少ない。それが大きな課題ですということで、実態調

査、２５年に行った空き家が９０件あって、利活用できるのは４６件ある訳ですから、も

っともっと空き家バンクの登録が進めばいいなということで、今後にとても期待しており

ました。先日、ふと空き家バンクは今どのぐらいあるのかなと思って、調べてみましたら、

そうですね、あそこのうちもう１０年ぐらいたっているんじゃないかと思うんですが、当

初からずっと登録されたおうちが１件だけでした。係の方にも聞いたんですけど、逆にど

こかいい空家知りませんかねって職員に尋ねられたぐらいです。だからやはりこのバンク

制度が開設されてからも、やはり職員たちの皆さんの登録が少ないという苦労が感じられ

た訳ですけども、今、昨年から建設課の方で空き家対策を立てるための生活環境整備課で

したか、そういう係が別に設けられましたよね。そしてそこで多分空き家の対策について、

町民の窓口になるんじゃないかと思うんですが、まちづくり推進室では、今までどおり空
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き家バンクの登録を進めたり、それも町民の窓口になるのかなと思うんですが、この二つ

の所管において、どういう連携で、それから空き家バンクのなかなかおきない、その登録

に対して、今後どうしようとなされているのか、具体的な策があればお伺いしたいなと思

います。 

〇議長（須河 徹君） 元気なまちづくり推進室長。 

〇元気なまちづくり推進室長（坂井毅史君） 空き家の登録件数が少ないということで、

今現在、先ほど答弁、町長からありましたとおり、現在１件でございます。これも先ほど

町長答弁しましたとおり、今後、建設課の方で空き家の実態調査を行いますので、その空

き家の状況を見て協議していくことになります。現在までですね、この登録にあたって、

多く登録してもらうことにやっているということがあれば、固定資産税、年１回、建物に

課税されますけども、そちらの方に空き家バンクの宣伝というかの紙は折り込んでます。

私たまたま今、町民課も兼務してますので、実際のところは、その状況もある程度分かる

ことは分かるんですけど、それは税の情報として、あとはまちづくり人と別になりますん

で、その辺は情報をこう共有できないというのはご理解いただきたいと思います。建設課

の方で調査されまして、どういう状況で結果でるかっていうのは、全然今時点では分かり

ませんので、それ出てきてから、一応担当窓口としては、空き家バンク自体は元気なまち

づくり推進室で、空き家の調査して全町的などうしていくかというのは建設課が担当して

いることになります。 

〇議長（須河 徹君） 西山由美子君。 

〇５番（西山由美子君） 先日、建設課の職員の方にもお話伺って、まちづくり推進室の

方にも伺いました。確かに専門的に建設課の方では空き家のこれから実態調査をしたり、

対策をということで、こちらは今までどおり空き家バンクを中心にというふうに業務を進

めていくのは分かるんですけども、分業化してるから、それぞれの詳しい情報が出た時に

協議をするということですよね。ただ、心配なのは、お話を聞いてすごく心配だったのは、

空き家バンクというのは、やはり町民からするともっとも入りやすい、探しやすい、どこ

の町もそうですけど、まずは空き家を、もし住むとこ探している場合は、空き家バンクを

まず検索しますよね、そこに１件しかないというのは、そもそも機能していない状況なの

かなと思うんですよ、今、室長がおっしゃったように、固定資産税の税の時に用紙は入れ

てますと。それも建設課の方もおっしゃってました。でも、ただ、用紙を入れているだけ

じゃ、その所有者の方がどういう考えを持っていらっしゃる、その空き家に対して、どう

いう考えとか思いを持っていらっしゃるのかというのがまったく把握できませんよね、で

すから、例えば、これが民間の仕事でしたら、まずは情報を入れて、その後にやっぱり個

別にお電話でも、所有者の人の考え方とか、それからこちらのＰＲも含めて、やっぱりア

タックしてくことが重要なんじゃないかなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

〇議長（須河 徹君） 建設課長。 

〇建設課長（荒沢直樹君） 今ですね、先ほどの質問と合わせてですね、元気なまちづく

り推進室で持っている空き家バンクですか、それとうちの建設課で持ってます対策計画で

すね、そちらの方の質問がありましたので、前段先ほどの質問の方の補完からさせていた

だきたいんですけども、あくまでも空き家バンク自体は空き家がまだ使える状況で貸した

りとか売ったりとかというところの窓口として今、行っています。ただ、それでも建物が
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もう古くなってて、そこに登録もできないとかっていうこともありますので、昨年度そこ

でわれわれの方で検討して、先ほど話ました空き家等対策計画というものを立ち上げさせ

ていただいて、その中で、もう住めないと判断された建物について、いくばくかの、本来

であれば自己責任で解体していただくのが本来なんですが、補助金を出して、それを推進

を図っていくという意味で今年度から、その補助事業の方はさせていただきました。です

ので、また、今回、調査の方ですね、委託して今回行いますが、先ほどの質問ですけども、

民間と同じくですね、今回は実態調査を行った時に意向調査まで、持ち主にですね、そち

らの方までお伺いしてデータベース化もいたします。その意向調査はまたまとめた後にで

すね、それは建物自体が使えるものなのか使えないものなのか、そこも判断しながら空き

家バンクの登録を促すですとか、もしくは解体、何かの問題でできないんだったら、こち

らの補助ありますよですよとか、そういうところは窓口は建設課になりながら、そういう

のをデータができた時にですね、進めていきたいと思っていますので、ご理解願います。 

〇議長（須河 徹君） 西山由美子君。 

〇５番（西山由美子君） 今の説明でよくわりました。今年のその実態調査とか意向調査

は何月ぐらいにはっきりするのか、そのことも一つお伺いしたいのと、今、私がここでこ

う町民の立場で今、まちづくり推進室長のご意見と建設課の課長のご意見を両方聞いてま

すと、例えば、その空き家を利用して、もう１回リフォームして家を建てたいなとか、す

ごく迷っているときに窓口としてどちらに伺ったら一番、さっきのもう特定空家の場合は

取り壊しとかそっちの方ですから、活用できる空き家を私、今、主に質問したいんですけ

ども、その相談窓口がちょっと分かりづらいかと思うんですが、その辺、今、二つ質問し

ます。 

〇議長（須河 徹君） 建設課長。 

〇建設課長（荒沢直樹君） まず１点目ですね、実態調査につきまして、いつ頃までとい

うことで質問いただきましたが、今月、一応、委託かけてですね、２月までの予定として

おります。ただ、意向調査含めて成果品が出来上がるのは２月ぐらいで、大体、形上です

ね、大体の大まかな意向把握までできるのは大体年内には分かるかなということで、その

結果をもとにですね、検討の方は年明けからでも始めれるかなというふうに考えておりま

す。 

 あと、先ほど、どちらかというと使えそうな建物の相談窓口と言えば、やはり町民課に

なるのかなと思うんですが、ただ、どちらにしてもですね、解体するにしても、空き家バ

ンクに登録するにしても、どちらかと言えば、どちらに来ていただいても一緒に話したい

と思っています。基本的には。なので、どちらに振り回すんじゃなくて、一緒にやって、

その場でワンストップで終わりたいなと。形上は。というふうには考えております。 

 以上です。 

〇議長（須河 徹君） 副町長。 

〇副町長（森谷清和君） 昨年のですね、住環境整備係という係つくりまして、それまで

建築係という係だったんですけれども、それ住宅政策を総合的に担う係としまして、住環

境整備係つくらせてもらったという経過があります。そこで空き家とそれからこれからの

後段ありましたけども、お試し住宅というんでしょうかね、そういったことも含めたトー

タルな住宅政策といいますか、それを建設課の方で担ってもらうということです。先ほど



 - 45 - 

来、回答させてもらっているようにですね、使えるような空き家でそれを売りに出したい

という方がいれば、空き家バンクの方に登録していただいて、その窓口については元気な

まちづくり推進室の、これはどちらかというと移住とか定住に結び付く政策なものですか

ら、現にこの事業を使って住宅を直したりとかっていう場合については、補助金が出たり

しますんで、そういったことでは、元気なまちづくり推進室の方が担うということになっ

ております。 

 あと、使用できないような空き家だとか、そういったことは、さっき言いました不良住

宅等除去補助事業などを活用していただいて空き家の解消に努めてもらうということです。 

 それとですね、空き家バンクの登録件数が少ないということでありましたけども、ホー

ムページの方にもアップするとですね、すぐもう、その住宅に交渉したいということで、

もう１日ぐらいでもう、登録してあるんですけども、それがもうすぐホームページから落

とさなきゃならない状況もあったりしてですね、今１件残ってますけども、そんなことも

あるということです。それと中には不動産屋さんを通して、もう既に売りに出している方

もいらっしゃるんですね、この空き家バンクの事業を使わないで直接不動産屋さんを通し

てですね、住宅を売りに出されているという方もいらっしゃいますんで、町としましても、

あまり不動産業を圧迫する訳にはいきませんので、それについてはですね、こちらからあ

まりこう強制的にですね、強制的といいますか、そんなことで空き家のも持ち主の方とも

交渉については、やっぱりそれなりの距離を持って対応しなきゃならないということもあ

りますので、その辺をご理解いただきたいなというふうに思います。 

〇議長（須河 徹君） 西山由美子君。 

〇５番（西山由美子君） 副町長の説明と建設課長の説明でよく分かりました。だから今

年度の実態調査も含めて動きについて注目していきたいなと思います。答弁書の中の最後

の方に、東京や大阪などで開催される移住交流フェアや移住相談会などで移住を希望する

方のニーズ把握にも努めていきたいと。これは３番目の質問になるんですが、おそらく地

域協力隊でしたか、地域おこし協力隊の今年から活躍、活動してくださる畠山さんのお仕

事なのかなと先日の報道にもありましたので、すごく期待したい活動だなと思っています

が、もしこういうところでですね、一人でも訓子府にちょっと住んでみたいなと。どんな

町なんだろうという関心、好奇心を持って方がいらっしゃったとして、そういう時は今の

空き家の状況では全然無理ですよね、そういう時はどういうふうに、ちょっと質問が地域

おこし協力隊に関して言っているんではなくて、そういう場面でも空き家をうまく３番目

に質問したように、賃貸のお試し暮らしというふうに、町が整備して貸すというようなこ

とがなれば、そういう人も受け入れられるんじゃないかなと素人考えですけど思った訳で

す。そうして移住定住のＰＲをしたらどうかなと思うんですが、その辺もう一度お伺いし

たいと思います。 

〇議長（須河 徹君） 元気なまちづくり推進室長。 

〇元気なまちづくり推進室長（坂井毅史君） まず、移住フェアとか移住相談会ですけど

も、これは地域おこしも場合によっては活動しますけども、これはまちづくり推進室とし

ての担当というかですので、地域おこしも行く場合もございますけども、それは室で担当

しているということになります。確かにですね、今、住宅がですね、１件しか登録がなく

て、何年も登録している家なんですけども、先ほど副町長からもお話ありましたとおり、
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なかなかあそこ空いてて、これどうにかしませんかっていうのは、なかなか厳しい部分で

もありますし、もちろんこういう相談会やって、どういう家が希望かとかそういうのもも

ちろんあるんで、その辺はちょっといろいろ考えていきたいとは思っておりますけども。

お試し住宅なんですけど、元気なまちづくり推進室でもまち・ひと・しごと地方創生の方

でお試し住宅とか二地域居住ですか、考えていきたいということで計画の方にのせてます

けども、いろいろこう近隣にも聞いて、お試し住宅なんですけど、正直、本当にそう西山

議員が今おっしゃられてる、そういうお試しで使われている状況というのがちょっと残念

ながら非常に少ない状況なんですね、聞いていると。なんで、それをちょっとどうしてこ

うかなと言っているとちょっと二の足を踏んでいる部分でして、その辺はちょっといろい

ろ考えてクリアしてお試し住宅、非常にあれば、こういうとこに１回住んでみてというの

は重要だと思いますので、何らかしらの方法は考えていきたいと思っております。 

〇議長（須河 徹君） 西山由美子君。 

〇５番（西山由美子君） じょうずにやればうまくいくかもしれません。それは職員の働

きかけなのかなと思うんですが、今、１件空いているおうちなんですが、おそらく登録な

されてから１０年ぐらいたっているんじゃないかなって、１０年もたってないのかな、そ

のぐらいの気がするんですが、持ち主の方も私存じ上げてませんが、あのおうち一つをと

っても、ちょっと修繕すればすぐ住める。家財道具全部あるので、すぐ住めるような感じ

がしますよね、私が素人で見たとしても、これはすぐ住めるうちだなと、そういうふうに

いろいろ臨機応変に活用できるようなおうちを例えば町が、それは今は所有者のものです

けど、そういうおうち、なかなか売れないと。どんどん古くなってきて価値が下がってし

まうので、そういうおうちを町が買い取るというか譲り受けて、そしてそういうふうなお

試し住宅とか、それから何かあった時の住める住宅として活用できないかと。そういうこ

とをずっと調べていきますと、この空き家対策の計画を立てた後に国では空き家対策総合

支援事業というのをやっていますよね、要するに空き家を活用することによって、そこに

国が補助金を出してくれるというのがあるんですが、今うちの町がそこまで考えているか

どうかがちょっとお伺いしたいところなんですが、こういうこともあるんだと。利活用に

よっては国の方で補助してくれるということがあったんですが、その辺どうなんでしょう

か。 

〇議長（須河 徹君） 元気なまちづくり推進室長。 

〇元気なまちづくり推進室長（坂井毅史君） まず、ご理解いただきたいのが、今１件残

っているうちなんですけども、間もなく５年ということなんです。まちづくり室の要綱上

では５年たったら一度見直しというか、登録、考えますよということですので、今のとこ

ろはまだ登録されていると。どこまで言っていいかあれなんですけど、今、登録されてい

るうちはホームページに出ているからあれなんですけど、所有者がですね遠方の方でして、

引き合いはきているんです。なんですけど、今コロナもあって、その家をちょっと内見し

たいとかといって来ると、実際には、その方に連絡すると、この状況で来れないし、遠方

なんで簡単に今日、明日行きますということにはならないんで、そこでこう交渉まで成立

していないというのが実態ですので、丸きりこう箸にも棒にも掛からないという状況では

ございません。非常にこう議員おっしゃるとおり立派な住宅ですんで、状況的にはそうで

す。今、国の補助金ということでお話あったんですけど、大変申し訳ございません、私勉
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強不足でどのような制度かちょっと分かりかねますので、その辺は調べて、建設課の方で

回答いたします。 

〇議長（須河 徹君） 建設課業務監。 

〇建設課業務監（河端 健君） 空き家に対する国の補助制度、確かに空き家の補助制度

というのがありまして、今回、空き家の実態調査と空き家の解体費の補助に対する補助も

国の補助をもらっているところでございます。そして、空き家の改修費に対する補助とい

うのも議員言われたようにございますので、例えば、空き住宅を地域交流スペースに使っ

たりですとか、そういった活用例などが示されて国からこういった補助もあるといった制

度を示されているので、そういった補助を使いながら、町内のお試しとか交流施設の整備

を進めていくというのも一つの手かなと思いますので、今後検討していく一つの方法なの

かなと思っておりますので、ご理解願います。 

〇議長（須河 徹君） 西山由美子君。 

〇５番（西山由美子君） 本当にそのとおりなんですよね。今、課長さんがおっしゃった

ように、それでうちの町の空き家活用定住対策補助金も他の町のいろいろ見てみたら、う

ちの町ほど、こんないい、町民にとってですよ、利用する方にとってこんなに有利な補助

金はなかなかないんですよね、それでこれを活用しないのはもったいないと。それで今ま

で活用もされているんでしょうけども、それと今、建設課長もおっしゃったような、国の

補助金をうまく活用して町民のためになるような、それから移住定住に役立つような、そ

ういう方法をぜひ、実態調査をしたあと、やりながらというか、まちづくり推進室と建設

課が力を合わせて、ぜひ頑張ってほしいなと思います。なぜかと言いますと、私、２月の

末に日出町内会９０世帯に軽いアンケートをとったんですね。あなたにとってこの町は住

みよい町ですかといったら、ほとんどの方が本当に住んでいていいと思っているし、これ

からも住み続けたいと思ってるって、あまり批判めいたことを書いた方はいらっしゃらな

かったんです。近い将来というか、これから不安に思うことは何ですかといったら、やっ

ぱり皆さん心配してらっしゃるのが人口がどんどん少なくなってく。このことがもう日出

地域は特にちょっと特別な地域なのか、持ち主さんと地主さんと持ち家さんの名義が違っ

たりして、だからいなくなったら全部解体して更地にして返すという地域が多いんですね。

だからどんどん家が少なくなっていくってそのこともあって、人口減少をすごく皆さん心

配してらっしゃいます。日本全体が人口減少ですから、人の取り合いしても始まらないか

もしれないけれども、やはり少しでもできることから準備して、今やらないと本当にそう

いう日が来るんだろうなってすごく思いますので、ぜひこの対策をとりながら、今後のま

ちづくりがもっともっとこう元気になっていくように頑張っていただきたいなと思います。

最後に町長一言お願いいたします。 

〇議長（須河 徹君） 町長。 

〇町長（菊池一春君） かつて町内会、実践会で調査をしたことがあります。九十何戸ぐ

らいの空き家があるんだけども、誰が持ち主で、どんな状況なのかっていうのが分からな

い。だから状況を的確に把握しようというのが今回の狙いです。そして危険住宅と思われ

るところについては、１戸について５０万限度額で２戸分１００万円を予算措置しました。

西山議員がご心配されているように、その後どうするのかということを住宅政策をできれ

ば来年５年度には立ち上げていきたいと。そこにはお試し住宅なんかも含めてですね、や
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っていきたいというふうに考えています。当座はまちづくり推進室が空き家バンクを受け

入れています。一例を言えば、つい市街地で１件比較的新しい住宅があっという間に買い

手がついちゃった。だから耐震のやってないところ、古い住宅はなかなか難しい問題あり

ますけども、できるだけ住民とコンタクトをきちんととりながらですね、この制度が生き

ていけるように、建設課と坂井室長のところが一緒になってやっぱり総がかりでいけるよ

うな状況にしていきたいと考えていますので、ご理解ください。 

〇議長（須河 徹君） 西山由美子君。 

〇５番（西山由美子君） 現状は何かうれしい悲鳴なのかなと思うんですが、それが形に

なって町民に示されるように努力していただきたいと思います。 

 ３点目の質問に移ります。 

 町民が安心して学べるデジタル活用支援事業の取り組みは。 

 行政サービスのデジタル化が進んでいますが、町民が関わる幅広い分野でオンラインの

サービスが急速に増え、不慣れな高齢者や苦手な町民にとっては身近に聞ける人がいない、

セルフレジが苦手、スマートフォンに替えたが分からない。詐欺やメールのトラブルなど、

早急に対策と実行が求められています。安心して学べるデジタル支援事業の取り組みの考

えを伺います。 

 １点目、スマホやパソコンの学習機会を社会教育の中で取り組む考えは。 

 ２点目、行政サービスとして相談窓口や支援員の配置の考えは。 

 教育長と町長にお伺いします。 

〇議長（須河 徹君）教育長。 

〇教育長（林 秀貴君） ただいま「町民が安心して学べるデジタル活用支援事業の取り

組み」について２点のお尋ねがございました。町長へのお尋ねもありますが、私の方から

お答えさせていただきます。 

 まず、１点目に「スマホやパソコンの学習機会を社会教育の中で取り組む考え」につい

てのお尋ねがございました。 

 国では、社会全体のデジタル化が進められる中、日常生活においてデジタル化が急速に

進展し、スマートフォンやタブレット端末、パソコンによるオンラインサービスが普及し、

私たちの暮らしや社会のあり方を急激に変えつつあり、世代間による「情報格差」も問題

視されております。 

 令和３年１月に内閣府広報室が公表した「情報通信機器の利活用に関する世論調査」結

果によりますとスマートフォンやタブレットの使用について、１８歳から２９歳までの若

年層では「よく利用している」が９６．７％を占め生活必需品になっている一方で、６０

歳代では５５．５％、７０歳以上では２４．３％にとどまり、世代間でのデジタル格差の

拡大が感じられます。 

 現在では、ＳＮＳなどのコミュニケーション手段や電子申請、電子決済などオンライン

サービスがさらに普及し、デジタル社会が浸透していく中で、便利なツールとしてだけで

なく詐欺やトラブル等に巻き込まれる危険性の両面においても、ＩＴ弱者とのデジタル格

差が拡大しつつあります。 

 教育委員会としましては、このような社会情勢の中で町民が便利なツールとして安心し

て安全に使うことができるよう、講習・講座の機会が必要であると感じており、デジタル
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機器の操作に不慣れや不安を抱えている高齢者などの多様なニーズの把握に努め、必要に

応じて社会福祉協議会などの関係機関とも連携しながら講座開催などを検討してまいりた

いと考えております。 

 次に、２点目の「行政サービスとして相談窓口や支援員の配置の考え」についてのお尋

ねがありました。 

 社会のデジタル化に伴い、高齢者のスマートフォンをはじめとするＩＣＴ機器の活用も

徐々に広がってきてはおりますが、高齢者等がスマートフォン等の使い方が分からないこ

となどの社会的課題は、１点目で回答したとおりでございます。 

 国では、令和４年度から約２万人以上の「デジタル推進委員」を全国の携帯ショップ等

に配置しながら、スマートフォンの専門的知識に長けている者が各地域のデジタル機器に

不慣れな高齢者の相談支援業務にあたり、国民の不安感の解消を目指していくこととして

おります。 

 このような中で、町としましては、町独自で新たに専門の窓口設置や支援員の配置をす

ることなどは考えておりませんが、国が進めるデジタル活用支援推進事業との連携や、１

点目で回答した講習会等を開催することなどにより対応してまいりたいと考えております

のでご理解を賜りたいと存じます。 

 以上、お尋ねのありました２点につきましてお答えをいたしましたので、ご理解を賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（須河 徹君） 西山由美子君。 

〇５番（西山由美子君） このデジタル活用支援事業の取り組みなんですが、第１回定例

会で河端議員が誰もが取り残されない支援ということで、ＩＴ化のことについて聞いてく

ださいました。その回答は、もし要望があればというか要求があればいつでも対応します

よみたいな感じだったように記憶しているんですが、実は高齢者はあまり時間がありませ

んし、なぜかと言うともう自分の身の回りでも、やっぱり今まで携帯を使っていた人たち

がスマホに替えたんだよって言っている人がすごく増えてきています。先日も替えたばか

りのところにいって、ＬＩＮＥってどうやってやるのっていうので、こういろいろ試行錯

誤しながら、やっと結ばれたんですけども、笑い話で済むうちはいいんですが、毎日のい

ろんなそういうＩＴを使った詐欺とかも増えていますし、女性はまだそうやってこう何人

か集まったら気楽に話を聞いたりできるんですが、男性はとかく寡黙になりがちです。そ

うじゃない方ももちろんいらっしゃいますけど。自分は分からないということをなかなか

言えないというのもあります。それでいろんな方から、町でこういうことをやってくれた

ら本当に助かるのになという話を随分前から聞いていたんですが、巡回講座というのもあ

りますが、そうではなくて、定期的にとか、それから窓口もできれば、分からない時に電

話会社に聞けばいいのかもしれませんけど、訓子府町の役場へ行って、これはどういうこ

となんだいとか、これ押してもいいのかいって、大丈夫なのかいとか、そんなことからも

やっぱりいろいろ教えてくれるところがあったらいいなとすごく感じたので、これはもう

具体的にやってほしいなと思うんですが、その辺の目安としては教育長いかがでしょうか、

どうでしょうか。 

〇議長（須河 徹君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（山田洋通君） 私の方から、現状と目安ということでしたけども、お答
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えしたいと思います。本町では教育委員会としては、過去、平成２６年、また２７年のと

きに高齢者を対象に携帯、スマホの講座をやったという経緯がございます。そこではもち

ろん打ち方や写真の撮り方、ネットの利用方法などの部分での講習でございました。それ

で議員おっしゃいますように、高齢者のためにそういった講座をということでございます

が、お年寄りの方とその関係でお話をね、させていただいた中で出てくるのが、個々にニ

ーズといいますか、そこがそれぞれに分かれているという部分が１点ございます。あとそ

れと使っている機種っていうんですか、いわゆるスマホでもアイフォンであったりアンド

ロイドであったりという部分での違いという部分で、そこでの、じゃ誰に合わせてやるか

という部分での実際難しさがあります。ただ、高齢者の方が関心を持たれているというこ

とは認識しておりますので、そういった対象の方のことのご意見というかね、様子を聞き

ながら教育委員会としても、そういった講座開催に向けて検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（須河 徹君） 西山由美子君。 

〇５番（西山由美子君） 通告書をつくるにあたって悩みました。最初は河端議員と同じ

高齢者に限定しようかなって思ったんですが、本当に急速にこのＩＴ化が進んでますよね。

だからこれは別に高齢者に限らず若い人でも子どもさんでも苦手な人って必ずいるはずだ

なって感じたんですね。苦手なこと、それから嫌だ、嫌悪感といいますか、好きじゃない

とか、その人、その人であると思います感じ方が。それで一応、町民がというふうに書い

たんですけども、ここの安心して学べるというのは、やっぱり商業的な意向がなくて、や

っぱり職員とか、それから職員が大変であれば、訓子府の町の中に、そういうのとっても

詳しい町民の方もいらっしゃると思います。現に私は今、議会の活動の中で通告書とかい

ろんな原稿はほとんどデータで送ることに去年からなってまして、私は大変でした。でき

ないのでなかなか。それで１人、近所に先生を見つけまして、何かあったら「すいません、

また忘れちゃったんです」っていって、聞いては教えてもらって、なんとかかんとかつい

ていっているんですが、議会の１０人の中に３人の若者がいます。若者でない、若い方が

いらっしゃいます。ですから、とってもその辺はオープンにいろんなことを教えてくださ

います。おそらく町長もスマホを持った当時のこと私記憶してるんですが、戸惑ったんじ

ゃないかなと思いますが、役割として、町長はまわりにたくさん、それこそカバーしてく

る職員の方がいらっしゃいます。すごく恵まれているかな、必要だからなんだろうなとは

思いますが、町民は今、子どもさんとも離れてますし、お孫さんともそういう通信したく

ても、なかなか届かないとこにいたり、だから年寄りだから、高齢者だからできないって

いうんではなくて、活用すれば、今コロナ禍でこの２年半、人と会うこともままならず、

こういう時こそこういうデジタルのものって活用したら、もう少し、皆さん目元が元気に

なるんじゃないかなって、そんなことを話ながら感じた次第です。ですから、どこでやっ

てくれるのかなってずっと考えて、いろいろ調べたところ、やっぱり町民の社会教育の中

なのかなと、一番適するのが。それで教育長の方にお伺いしたんですが、本当は総務課の

方の担当なんですよというふうにデジタルに関してはね、そういうふうに伺ってはいたん

ですが、先ほどの所管じゃないですけど、やっぱり協力し合った中で、町民が訓子府町民

が誰でもどんな年齢の方でも、今のこの進んだＩＴ化を簡単に取り入れられる誰でもでき

るとそこを目標にして楽しい講座を細やかに計画してくれればきっと参加者はいるんじゃ
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ないかなと私は思っているんですが、今すぐ無理なら、でも急いでほしいんですが、いか

がでしょうか。 

〇議長（須河 徹君） 副町長。 

〇副町長（森谷清和君） 役場の職員と言いますかね、そういう教えるといいますか、な

かなか、ただですね、機種によって全然使い方が違ったり、自分が持っているものと人が

持っているもので、やっぱりデジタルに詳しい方に、僕なんかも聞くときありますけども、

それは僕の機械だからよく分からないという回答がくるんですよね、今それぞれいろんな

キャリア、会社ありますよね、携帯の会社がありますけども、そこでもう１週間に２回と

か講習なんかも常にやっているんですよね、それはこのデジタル活用支援事業ですか、こ

れの中で携帯ショップなんかの方で１週間に２回とか２コマとかそういった形で組んで常

にやっているんですよ。そういったところはまずは利用してもらった方がより自分の機械

については詳しいかなと思います。それともう１点は先ほど教育委員会の方でもお答えし

たようにですね、教育委員会とそれから例えば社会福祉協議会ですとか、商工会なんかと

も連携しながらそういった講習会を開催して、そこのところに専門の方を呼んで講習会を

してもらうといったことも、これから企画していきたいなというふうに考えておりますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（須河 徹君） 西山由美子君。 

 あと２分です。 

〇５番（西山由美子君） 時間もありませんから、本当に皆さんのこれからの仕組みづく

りにすごく期待したいんですが、これがコロナ禍を抜け出して、いろんなところで町民が

年齢も問わずサロンみたいにして、こうスマートフォンやパソコンを持って楽しく会話を

しながら学べれば、そんなアイフォンだからアンドロイドだからって言っても、そこは知

っている人が教えてくれればクリアできる訳ですから、職員の方はぜひ前向きに、町民の

方を活用しながらぜひやっていただきたいなと。そうしないと「どうだ」ってずっと聞か

れていた人たちに何て答えていいか分からないので、ぜひ検討を前向きにしてほしいんで

すが、最後、町長お願いします。 

〇議長（須河 徹君） 町長。 

 １分です。 

〇町長（菊池一春君） 最近、シティなんかでもいろんなメーカーがきてやったりですね、

今、副町長言っていたとおりなんですけども、講座等については社会教育、山田課長の方

でそれらの要望を含めて企画することになると思うんですけども、できれば誰に相談して

も役場職員なら瞬時に答えていくというのがいいんじゃないですか。僕は駄目ですよ。若

い人はそれぐらいの力量を持ってますよ。２０代はすごい。ぜひですね、みんなで町民が

来たら教えてくれと。例えば旭町のご高齢の方が坂井室長に来て、わざわざ坂井室長、自

宅まで行って教えたということも見てますので、いろんな柔軟な対応をしていきたいと。 

〇議長（須河 徹君） 西山由美子君。 

〇５番（西山由美子君） 私の質問を終わりたいと思います。 

 

    ◎散会の宣告 

○議長（須河 徹君） お諮りいたします。 
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 本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（須河 徹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて散会することに決定しました。 

 明日も午前９時３０分から一般質問を継続いたしますので、ご参集よろしくお願いいた

します。 

 ご苦労さまでした。 

 

 

散会 午後 ３時５２分 


